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50 周年記念インタビュー
浦功議長に聞く
労働者のための闘いの歴史

特集／関西労働者安全センター 50周年

関西労働者安全センターの設立 50周年

を記念して、2003 年から議長を務められ

ている浦功弁護士にインタビューをお願い

した。

学生時代から司法修習期

－法曹界に入ったきっかけをお聞かせくだ

さい。

私は、大学は法学部に入ったのですが、

当時は法曹界を目指そうということは考え

ていなかったのです。どこか就職をしよう

と思っていたのですが、４回生になったと

きに、何かやり残したような、どうもこの

まま就職するのはどうかという、いわゆる

モラトリアムで１年留年したのです。今か

ら思えば愚かしいことだと思いますが、こ

れが 1966 年のことでした。そしてその夏

に就職活動をして 10社くらい受験したの

ですが、どこも採用してくれなかったので

す。確かに学生の就職事情は厳しかったと

いうものあるのですが、受検はさせてくれ

るのにどこも落とすのですね。なぜか、と

ある会社で尋ねると「君、遅いよ、こんな

時期に来て…」と言われまして。実は就職

活動解禁日は７月１日だったのですが、就

職を希望している学生は解禁日前に就職先

から内定を得ているのが常識だったので

す。

それでは法学部の大学院に行こうという

ことになりまして、大学院に入り、労働法

の関西重鎮であった片岡曻先生の研究室に

入りました。とはいえ当時は文芸評論とか

マルクスとか読んでいて、法律の勉強をあ

まりしていませんでした。そこで、大学院

に入った以上法律の勉強をしよう、と司法

試験の勉強をしたのです。そして 1968 年

に合格するのですが、大学院に入ったから

には論文も書こうと思い、もう１年大学院

に残って修士論文を書くことにしました。

ただ、目を患ってしまい、論文を書き上げ

られないまま中退して、69 年に司法研修

所に入り、71年に弁護士登録をしました。

50 周年記念インタビュー
浦功議長に聞く
労働者のための闘いの歴史

特集／関西労働者安全センター 50周年
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特集／ 50 周年　浦議長インタビュー

69 年というと、東大封鎖解除の年でし

てね、東大は卒業式がなかった。一部の学

生は卒業のための単位を取得するために４

月以降３ヵ月大学に残って勉強し、東大卒

業者として７月に研修所に入所してきまし

た。一方、東大生だけ特別扱いは許されな

い、中退でよいと４月に入所するものもい

て、例えば民主党にいた仙谷（仙谷由人）

は中退組でしたね。研修所では「７月入所

者」問題として大きく取り上げられました。

そんな社会的には激動の時代だったのです

が、私はこのまま大学院に残って研究する

よりも、自分の周囲の状況を変えてみたい

と思って研修所に入ることを選びました。

その当時は全国的に大学封鎖など学生運

動、街頭や職場での反戦派の労働運動が盛

んに激しく行われている時代でした。２年

間の司法修習期間中でも、関西の救援連絡

センターというところから、弁護士登録を

したら弁護を頼むなどと言われていまし

た。また、私は大学院の研究室も労働法だっ

たので、弁護士になっても労働事件をやり

たいと思っていました。ですから私は弁護

士登録をすると同時に学生事件や労働事件

に積極的にかかわってあちこち飛び回って

いましたね。

逮捕学生の支援活動

ー赤軍派の事件も担当されたのですか？

ありましたね。群馬県に真岡市というと

ころがあるのですが、ここの銃砲店を赤軍

派の学生が襲って多数の銃等を奪う、とい

う事件がありました。その銃を使って彼ら

が松江総合銀行を襲い、現金 600 万を奪っ

たのです。その事件を担当することになっ

て、71 年８月に弁護士になって４カ月に

しかならないのに、大阪から松江にまで接

見に行きました。当時は革命が近い、とい

う雰囲気でしたから、学生事件、公安事件

は各地で発生し、私はそれらの事件に多数

かかわりました。

ー当時の学生気質とは？

私たちは革命の士だ、と法廷でも言うの

ですね。人定質問で「職業は？」と問われ

ると「革命家！」と答える学生もたくさん

いました。72 年には「解放区」を作ると

いうことで、梅田の阪急駅と JR の間の歩

道橋のある一帯に 100 名近い学生が座り

込んで、一挙に 30名もの学生が逮捕され

るという事件がありました。勾留裁判の際

に、裁判官が住所と名前を言えば釈放する

と言っているのに、権力の言いなりにはな

らないと主張して全員黙秘をするのです。

この事件は菅充行弁護士と一緒に取り組ん

だのですが、そのことが 74年に堺筋共同

法律事務所を開くきっかけの一つになりま

した。

ー逮捕されることも闘いの一環だったんで

すね。当時の皆さんと交流は今もあります

か？

この事件は、事件の日をとって「11．

19 事件」と呼ばれていましたが、その行

動に参加した当時の学生諸君の多くは、職

場に入るなどとしても労働運動にかかわっ

たり、また今でも西成で活躍している人が

いますね。ずっと年賀状のやり取りをして

きた人もいますし、集まりや事件を通じて

特集／ 50 周年　浦議長インタビュー
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特集／ 50 周年　浦議長インタビュー

顔を合わせるとなつかしく言葉を交わして

います。

大規模薬害事件、スモン訴訟

ーいくつか訴訟について伺いたいのです

が、まずはスモン訴訟について

1972 年から取り組んだ事件です。

キノホルム剤という薬をタケダ、田辺、

チバガイギーなどの製薬企業が整腸薬とし

て大いに売り出していたのです。このキノ

ホルム剤には、視神経を侵したり、手足の

指のしびれ等の神経症状、視力障害や運動

障害などの全身的な症状を発症させるとい

う重篤な副作用がありました。キノホルム

剤とスモン病との因果関係が重要で困難な

問題でしたが、それは疫学調査で明らかに

なります。キノホルム剤を大量に使ってい

た特定の病院の周辺地域にはスモン病の患

者が多数発生している調査結果が各地で報

告されていました。そのようなことから、

スモン病の原因物質としてキノホルム剤が

特定され、それがその後科学的な裏付け得

られたのです。全国で何千人もの患者が出

て、大阪だけでも数百人の患者は出たので

はないでしょうか。

スモン病の患者さんが原告となって国と

製薬企業に対して損害賠償を請求しまし

た。訴訟は、全国各地の裁判所に係属しま

した。このスモン訴訟は 79年に、国の責

任も含めて、製薬企業も患者会に謝罪して

解決をみ、以後和解による救済がはかられ

ました。このスモン訴訟は、薬害訴訟の走

りで、その闘い方は、その後のエイズ訴訟、

肝炎訴訟に引き継がれていきます。

国の責任に関しては、裁判所は、キノホ

ルム剤について諸外国で副作用報告がされ

ていたのに、国が、それを見過ごして製造

や輸入を承認したのは薬剤に対する審査が

不十分であり違法である、と判断したので

す。まったく今のアスベスト問題と一緒で

すよ。アスベスト問題でも「国がやるべき

ことはやっていない」、国の不作為に対す

る違法性を追求してきましたが、法理論的

には、このスモン訴訟と同じ理屈を使って

いるはずです。

そして、原発訴訟

ー伊方原発訴訟について

これは原発の設置許可処分の取消訴訟で

すが、1972 年の原子炉設置許可の処分に

対し、住民側が 73年に異議申し立てをし

ます。いつものように、まもなく異議申立

は棄却されて、その年の年末に松山地裁に

許可処分の取消訴訟という行政訴訟を提

起しました。一審判決は 78年４月 25日、

控訴審判決は 84 年 12 月 14 日、最高裁

判決は 92年 10月 21日に出ています。

訴訟の二審係属中の 79年にアメリカの

スリーマイル島原発事故、上告審係属中の

86 年にチェルノブイリ原発事故が発生す

るのですが、それを見ていながら裁判所は

厚顔にも住民側の請求を棄却するのです。

伊方原発行政訴訟では、科学者と弁護士

が連携して、原発の危険性に関する、ほぼ

全問題点について果敢に科学論争を挑み、

私達はその論争には完全に勝ったと思って
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いました。

ー科学的に明らかにな問題があれば、設置

許可を取り消すと裁判所は言っているので

すか？

ほぼそういうことです。許可処分の違法

性、つまり行政庁の判断に不合理な点があ

るか否かということについて、通常その責

任は住民側（原告側）が不合理な点がある

ということを主張・立証しなければならな

いのですが、最高裁は、原発という高度に

科学的な施設の問題については、まず、行

政庁側において判断基準や判断過程に不合

理な点がないことを、相当な根拠、資料に

基づいて主張・立証する必要があり、立証

を尽くさない場合には、行政庁の判断に不

合理な点があることが事実上推認される、

と言いました。法的には主張・立証責任の

転換と言われます。

しかし、実際には、最高裁のこの判断は

適用されていないと言えます。例えば、私

が担当した廃棄物処理についてですが、廃

棄物処理技術は未だに完成していないのだ

から、まさに不合理というほかないのです。

この点については、行政庁はインチキをし

ます。原発設置者は廃棄物処理については、

許可申請書に「廃棄物の廃棄に関する書類」

を添えなくてはならず、その中に処理方法

を記載しなくてはならなかったのです。と

ころが廃棄する方法はありません。そこで

何をしたかというと、廃棄物は廃棄しなく

ても、「施設内の貯蔵保管」でよい、とい

うように安全審査の基準それ自体を緩和し

てしまったのです。福島ではいま、大量の

タンクに貯蔵保管した廃棄物の処理水を海

洋投棄していますが、これはまさにこの問

題なのです。

科学論争と言えば、先に科学者と弁護士

の連携と言いましたが、熊取六人衆を含む

多数の科学者の方々と弁護士がペアになっ

て担当を決めてそれぞれの問題を勉強しま

した。弁護士にとっては全く専門外の理科

系の問題でしたが、一生懸命勉強しました。

あれはとても面白かった。久米三四郎さん

という反原発の旗頭だった阪大の先生。荻

野晃也さんという京大の先生は核物理が専

門なのにこの事件のために地震の勉強をさ

れて、伊方原発は中央構造線の直近にある

ため危険であるという論文を発表されたの

ですね。この荻野さんは阪神淡路大震災で

注目された野島断層の危険性も当時から訴

えていらっしゃった。また、六人衆中の小

出裕章さんや今中哲二さんは、当時、青年

の大学院生でしたが、いまでは大家となら

れ反原発運動の最前線で理論と運動を牽引

されています。

労働者側弁護士として

ー岩佐訴訟について

伊方原発行政訴訟は、団長の藤田一良弁

護士、事務局長の仲田隆明弁護士ほか 10

名近い弁護士が実働していましたが、この

伊方原発訴訟弁護団がそのまま、74 年に

岩佐訴訟の原告代理人を務めました。岩佐

さんは原電の敦賀原発において配管の保守

点検修理作業を担当されていましたが、作

業中に放射能に被曝して放射性皮膚炎に罹

患されました。そこで、労災申請と原電相
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【略歴】

1944 年　大阪府で生まれる

1967 年　京都大学法学部卒業

1971 年　弁護士登録　大阪弁護士会所属

1972 年　大阪スモン薬害訴訟弁護団へ参

加し、80 年代の全面解決まで関わる

1973 年　伊方原発行政訴訟に参加し、92

年の最高裁判決に至るまで関わる

1975 年　大阪労働者弁護団（旧・大阪地

評弁護団）結成に加わった

1997 年　大阪労働者弁護団代表幹事（99

年まで）

2000 年　連合大阪法曹団代表幹事（06 年

まで）大東マンガン労災訴訟、全金田中

機械事件、ＪＲ西労日勤教育裁判などの

労働・労災事件に関与

2003 年　関西労働者安全センター議長

2005 年　アスベスト訴訟関西弁護団代表　

アスベスト関係では、近鉄高架下事件、

四国電力事件、クボタ関連事件等の損害

賠償請求訴訟に関与

　現在に至る

特集／ 50 周年　浦議長インタビュー

手に損害賠償訴訟をしましたが、残念なこ

とに労災認定も損害賠償もとれずに終わり

悔しい思いをしました。それでも裁判を通

じて、裁判所に原発施設の中の検証を採用

させ敦賀原発の中に入ることができまし

た。防護服に着替えて、線量計を下げて原

子炉施設の中に入るのですが、入った瞬間、

線量計の目盛りがパッとあがり、原発施設

の内側の恐ろしさを自ら体験しました。こ

の事件では、岩佐さんは、阪大の田代実医

師に診てもらい、放射性皮膚炎だと診断を

いただいた。また理学部の岡村日出夫先生

には原発の機器の構造についても詳しく解

説いただきましたね。しかし結果は残念で

した。

ー西労日勤教育訴訟について

JR にはたくさん労働組合がありますが、

当局側は、その中でも最も戦闘的なＪＲ西

日本労働組合（西労）を強く嫌忌していま

した。そのため、労働組合の活動を低下さ

せ弱体化させようと意図して、組合員に対

して日勤教育を強要しました。これは西労

組合員に対する嫌がらせ、今でいうところ

のパワハラそのものです。些細なミス、た

とえば列車にちょっとの遅れでも発生させ

ると、西労の組合員には日勤教育と称して、

長期間にわたって職場から排除して就業規

則の書き写しなど不必要かつ無益な作業を

させたのです。

そして、この日勤教育は福知山線の脱線

事故の伏線になったと言えます。当該列車

の運転士は、わずかな遅れを取り戻すべく

回復運転しなければと思いスピードをあげ

過ぎて事故につながったと推測されていま

す。

浦議長がこれまでかかわってきた事件は

国家賠償訴訟など国の責任を問うものが多

く、常に労働者や市民の救済をはかり社会

の変革につながる闘いを続けてきた。それ

ぞれ結審した事件ではあるが、今日でも十

分通用する内容であるし、また解決してい

ない問題でもある。安全センターも市民や

労働者の権利を保障し、拡大させる闘いを

続けていこう。（文責：事務局　酒井恭輔）
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関西労働者安全センターは、1973 年９

月 22 日、京都大学で開かれた「安全セン

ターをめざす、反公害・労災・職業病闘争

討論集会」にて設立され、今年で 50年と

なった。これまで50年、共に運動に携わり、

ご支援・ご協力していただいた方々に感謝

し、50周年記念集会を開催した。

2023 年 11 月 18 日、９時半から始ま

り 17 時まで、その後記念パーティで 50

年を祝った。長時間の集会に参加いただい

た方お祝いに駆けつけてくれた方々に感謝

したい。

集会は、議長の浦功弁護士の挨拶の後、

関西労働者安全センター
50周年記念集会開催
これからの労働安全衛生運動の課題は？
３つのテーマでパネルディスカッション

事務局の西野方庸と片岡明彦が写真を見せ

ながら、駆け足ではあるが 50年の振り返

り解説を行った。その後、これから取り組

んでいこうとしている課題を共有し、知恵

を出し合えるものにしたいという事務局の

希望で選んだ３つのテーマで、１日使って

パネルディスカッションを行なった。

■第一セッション

個人事業者等の安全衛生対策

日本の労働力人口は 2022 年平均で

6902 万人である。そのうち、建設労働者

の中で一人親方等として働いている人の人

数は 156 万人、農業従事者で基幹的農業

議長の浦功弁護士 事務局　片岡明彦の写真解説

特集／関西労働者安全センター 50周年
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従事者は 136 万人、さらにフリーランス

で働いている人が 460 万人いる。現在は

副業でフリーランスワーカーである人もい

るし、農業については専業農家とばかり言

えないため、実際に「個人事業者等」と呼

ばれる勤労者がどれほどいるのか明らかで

はない。しかし、少なくともこの数を併せ

ると 750 万人を超え、日本の労働力人口

のうち１割強が労働基準法上の労働者では

ない働き方をしているといえるのではない

だろうか。

第一セッションでは、これだけ多くの労

働者が、労働安全衛生が法的に確保されて

いない状況で働いているということについ

て、３つの視点、すなわち建設業、フード

デリバリーをはじめとするフリーランス

ワーカー、そして農林業労働者について議

論し、提言を行った。

建設業の問題点

はじめに、毎日新聞社の専門編集委員で

ある大島秀利さんが建設労働者の一人親方

問題について解説をした。労働者災害補償

保険は、労働者以外でも、その業務の実情、

災害の発生状況などからみて、特に労働者

に準じて保護することが適当であると認め

られる者を補償するべく第２種特別加入制

度を設けている。また、建設アスベスト訴

訟最高裁判決において、労働者と同一現場、

同一の作業環境下で同一の建築作業に従事

する一人親方等は、作業現場における危険

に対して労働者と等しくリスクを負うこと

から、労働安全衛生法（22条及び 57 条）

は労働者以外の者も保護の対象とすると判

示された。

業務上災害に対する補償を行うこと、そ

して建設アスベスト訴訟の判決に従って安

衛法上の対象として、事業者である請負人

に対して自社の従業員以外への安全配慮や

措置を義務付けるだけで十分な安全対策が

取られていると言えるだろうか。大島さん

は取材を通じて建設労働者が置かれている

現状に着目した。これまで精力的に取材さ

れ、2023 年中に何度も記事になった偽装

親方問題について、労災保険に特別加入し

ているというだけで常用労働者が一人親方

扱いをされている事件から問題を掘り下げ

ていく。取材対象は厚生労働省だけではな

く、国土交通省にもおよび、同省によって

2012 年に「下請指導ガイドライン」が策

定されたこと、その結果偽装一人親方が増

加したことに対し、現在国土交通省が問題

視していることに行き着く。もともと国土

交通省は、建設業の人手不足を解消するた

めには労働条件などの待遇を改善しなくて

はならないと考え、社会保険の完備や、モ

毎日新聞大島秀利さん

特集／ 50 周年記念集会
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デル賃金なども含めたキャリア

アップシステムを開発した。し

かし、この政策によって下請重

層構造の最も下層で働いている

作業員の待遇が向上することは

なく、かえって彼らが社会保険

等のコストを自ら負担しなくて

はならない環境を作ってしまっ

た。偽装一人親方問題はこの流

もいる。最近目立つフードデリバリー配達

員も、自分たちが労働基準法上の労働者で

あるのか、自営業であるのか自らの評価が

分かれている。

ウーバーイーツユニオンとともにフード

デリバリーサービスに従事する配達員の事

故調査を行った東京労働安全衛生センター

の天野理さんは、彼らの働き方を通じて、

働く場と参加する仕組みだけを提供してい

ることになっているプラットフォーム企業

が、配達ルートを示す（実質的な作業指示）、

配達先からの評価次第でプラットフォーム

の利用が認められない（解雇）など、実は

指揮命令に近い形態で配達員の就労にかか

わっていることを指摘する。そして配達員

の労働安全衛生に対して責任を問われるべ

きでありながら、その議論がないがしろ

にされたままフリーランス保護法が成立

（2023 年４月）していることを批判した。

安全衛生に関しては、労働契約を締結し

ていないという理由で業務上の災害に責

任を負わないという姿勢を示すプラット

フォーム企業に対し、運動を通じて民間保

険会社を用いた傷害見舞金制度や事故サ

ポートアプリの導入を勝ち取ってきたが、

れの中で発生しており、事業所が負担しな

くてはならないコストを回避するため、常

用労働者を全員一人親方に仕立て上げ、中

には入職したばかりの 10代の労働者まで

一人親方扱いにされてしまうのである。

国土交通省の抱える危機感と比べ、厚生

労働省はそれほど事態を問題視していな

い。それは、先にも述べたように特別加入

制度で業務上災害に対する補償を行い、安

衛法により安全を保障する体制を整備した

ということで十分と考えているためではな

いだろうか。実際には補償は実際の賃金を

反映したものではなく、また建設現場では

必要な安全対策が取られているとは言えな

い。

フードデリバリーなどの問題点

フリーランスワーカーというと、文字通

り自分で仕事を選び、関心のある仕事に注

力することができる一方、下手をすると事

業主の都合に合せてこき使われることもあ

る。前項の建設業でも職人として独り立ち

した親方もいれば、被雇用者でありながら

事業主の都合で一人親方扱いされている者

特集／ 50 周年記念集会
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その一方で天野さんは配達員を労災保険の

特別加入の対象にすることについては大い

に懸念を示す。すでにふれたように、プラッ

トフォーム企業は労働者に対し本来であれ

ば使用者としての責任を問われる立場でな

くてはならない。しかし、その責任をあい

まいにしてしまうのが特別加入制度であ

り、事故報告についてもプラットフォーム

企業が行うのではなく、たとえばウーバー

イーツを利用した注文者（特定注文者）や、

配達中の路上で発生した事故であれば道路

管理者（災害発生場所管理事業者）が義務

を担うことになり、事故発生の把握すらで

きない者が行うことになってしまう。

先述のフリーランス保護法も、その目的

はフリーランスワーカーに対する報酬支払

の適正化が主たるものであり、安全な働き

方を目的とするものでないほか、監督官庁

たる公正取引委員会は全国 460 万人のフ

リーランスワーカーを保護するにはあまり

に機関として脆弱ではないかと天野さんは

考える。労働者として労働安全衛生法の対

象とする必要があるのではないかというの

が天野さんの意見であった。

農林業労働者の問題点

農林業従事者に関する記録がかくも不明

瞭であるとは想像もつかなかった。５年毎

の全数調査である農林業センサスや毎年標

本調査として実施される農業構造動態調査

の結果は報告されているが、農業労働力に

関する統計を調べてみると「農林業経営体」

とか、「基幹的農業従事者」と聞き慣れな

い言葉が多い。これは統計が日本の農業生

産構造や経営状況、農山村地域の現状を把

握することを目的としているためである。

「国連食糧農業機関（FAO）の提唱する世

界農林業センサスの趣旨に従い、各国農林

業との比較においてわが国農林業の実態を

明らかにすることを目的とする」と説明さ

れており、労働安全衛生の視点は元々ない。

農業の安全衛生問題については、当セン

ターから西野方庸が登壇し、農林業におけ

る作業に大いに危険が内在しているにもか

かわらず、災害防止対策が十分でないこと、

特別加入制度を設けているものの活用され

ていないことなど、災害の実例を交えつつ、

農林業従事者側の視点も含めて掘り下げて

論じた。

特筆すべきは、令和２年に業務上災害と

して報告されている農業従事者の死亡人数

が 17人であるのに対し、農作業事故によ

る死亡者が 270 人にもおよぶことである。

また、その多くが農業機械作業にかかわる

事故であり、各種機械のうち、乗用型トラ

クターの転落・転倒が最も多かった。東京センター天野理さん

特集／ 50 周年記念集会
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農林水産省もまったく無策ではなく、農

作業安全対策ページをウェブ上で公開して

いる。農作業安全ポスターや、「現場猫」

まで動員したステッカーなど安全対策に関

心を持ってもらうような取り組みを行うほ

か、春と秋には農業機械メーカーも取り込

んだ農作業安全確認運動を実施している。

しかし、業務上災害として事故の背景も分

析されないうえ統計も取られず、守るべき

安全とその方策が適切ではないため、現場

の農作業従事者に届いていないのではない

だろうか。

また、労災保険法上、暫定任意適用事業

とされていることについても疑問が呈され

た。統計上雇用者として 110 万人が算定

されているが、常雇い（あらかじめ、年間

７か月以上の契約で主に農業・林業経営の

ために雇われた人。外国人技能実習生を含

む）は 15万６千人。ほとんどは手間替え・

結（ゆい）と呼ばれる労働交換を含む臨時

雇いである。伝統的な相互扶助システムが

生きている一方、機械化も進んでいるのだ

から、いつまでも暫定任意適用事業にして

おくのは確かに異常である。使用者がいる

以上、使われる側は安全衛生法の対象とな

り、発生した事故は業務上災害として扱わ

れなくては、農業事故の実態把握は遠ざか

るばかりである。

論点　特別加入団体

３つの報告に共通して出てきたものは、

特別加入団体であった。特別加入団体とは、

地方労働局長の承認を受けて設立される組

織である。大島さんは取材を通して建設労

組が本来であれば労働者として扱われるべ

き被災者を一人親方として処理してしまう

ケースを目の当たりにし、マンションの一

室で営業している本当に存在するのかどう

かわからないような特別加入団体も発掘し

た。西野によると、ウェブ上で営業をして

いるものが数えきれないほどあるという。

実際に検索してみると、早い、安いをうたっ

た特別加入団体が、既存の労働組合などを

事務局　酒井恭輔

事務局　西野方庸

特集／ 50 周年記念集会
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批判しながら月 500 円の会費で加入を促

している。特別加入団体の要件として、労

災保険法施行規則において「…業務災害の

防止に関し、当該団体が講ずべき措置及び

これらの者が守るべき事項を定めなければ

ならない」と規定されているものの、たと

えば建設の事業については安衛規則等の規

定のうち、建設の事業の災害防止に関係の

ある規定に準じた措置を「当該団体が構成

員に守らせる旨の誓約書を提出」すれば措

置及び事項を定めたことになっている。「自

動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の

事業」に至っては、道路交通法などにより

安全に関する規制が行われているので、団

体はすでに措置・事項の定めをしていると

みなされている。これではほぼ自己責任で

あると言っているに等しい。このまま特別

加入の対象を拡げていくだけの国の方針で

は、働く人の安全はまったく顧みられるこ

とはないだろう。

今後起こり得る事態に対し、労働者保護

の観点から今日の労働者性と使用者性の議

論を広く喚起していくことや、特別加入団

体の要件に、「加入者に適切に災害防止の

ための教育を行い、その結果を厚生労働省

■第２セッション

地方公務員災害補償制度の諸問題

第２セッションは地方公務員災害補償制

度の問題をとりあげた。民間の労災保険制

度が、労働基準法で定めた使用者の災害補

償義務を根拠にした制度であり、労働者保

護のため、強制保険により使用者を規制す

る立場であるのに対し、公務災害の場合、

使用者は悪いことをしない官公署というこ

とになる。したがって、制度を運用するの

は国家公務員の場合当局そのものであり、

地方公務員の場合は地方公共団体が集まっ

て作った地方公務員災害補償基金（以下「地

公災基金」）だ。

とくに地方公務員の災害補償問題につい

ての相談は、各地の地域安全衛生センター

に寄せられており、労災保険とは異なる制

度上の問題について指摘されることが多

い。そもそも公務上外の認定をはじめ、行

政処分の判断をするのは、都道府県と政令

指定都市ごとにおかれた地公災基金の支部

長、つまり知事や市長であり、実務を行う

のはその職員となる。

に報告する」などの要件を

加えることも運動で進めて

いく必要があると考える。

全国センターで特別加入団

体を設立するという提案も

行われ、モデルとなる特別

加入団体の運営が期待され

る。（セッション司会・文責：

酒井恭輔）

特集／ 50 周年記念集会
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労災保険なら給付請求に対して支給か不

支給かの処分をするために、使用者とは違

う第三者の労基署職員が調査をすることに

なるが、公務災害の場合は所属長をとおし

て役所の総務担当部局から基金の支部へ認

定請求を行い、調査も文書によりその逆

ルートを通って回答が求められる手続きと

なる。まるで伝言ゲームのような書類のや

り取りが地公災基金の手続きでは普通に行

われている。

こうした地方公務員災害補償制度の問題

点を浮かび上がらせるべく、３人のパネリ

ストの報告をもとに討論を行った。

化学物質過敏症の取り組み事例
ブラックボックスの調査過程

まず森田洋郎さんは、横須賀市の医療技

術職職員として働き、職場の労働組合活動

に取り組んだ後、社会保険労務士、行政書

士として神奈川労災職業病センターととも

に公務災害補償問題に取り組んだ経験が

あった。

森田さんは、「病院職場におけるホルム

アルデヒドばく露による化学物質過敏症災

害」と題し、公務災害認定請求の具体例を

もとに報告を行った。

医療機関の病理検査室でホルマリンやキ

シレンなどの化学物質が原因で化学物質

過敏症（シックハウス症候群）を発症し、

公務災害として認められた事例としては

2020 年の宝塚市の事案があるが、まだま

だ氷山の一角といえる状況だ。

森田さんが相談を受けた事例は、自治体

立病院で検体の切り出し、解剖作業などで

ホルムアルデヒドやキシレンのばく露があ

り、皮膚障害、気道障害をはじめ様々な症

状が出現、結果として化学物質過敏症の確

定診断を受けたのは退職した後のことで、

やっと公務災害の認定請求を行い、23 年

11月現在審査中の状態。

因果関係の判断が難しい公務災害事案

は、都道府県の支部では対応せず、本部に

照会すべきとされ、当事者からはまったく

ブラックボックスとなってしまっている。

必然的に処分が決まるまでに１年以上かか

ることにり、３か月以内等の標準処理期間

の設定などの通知があるが、「困難な事例」

は「やむを得ないこと」とされている。

公務災害認定請求の特徴としては、公文

書公開条例があり個人情報開示請求ができ

ることから資料収集は比較的しやすいとい

う利点はある。しかし、認定請求の手続き

自体、職場の上司の証明が求められる原則

がある。もちろん所属長からのパワハラが

原因の精神疾患など上司の証明が必須とは

ならないが、制度上所属長を通すという矛

森田洋郎さん

特集／ 50 周年記念集会
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盾がある。

仕事が原因と本人が考えても、因果関係

等の問題が複雑な場合、認定請求に至らな

い場合がおそらく相当数あり、一人で悩ま

ず地域センターの窓口へ相談をと周知をは

かることが大切と結んだ。

単純な事例に公務外
審査や裁判でやっと公務上

つぎに川本浩之さん（NPO 法人神奈川

労災職業病センター専務理事）が、「教職

員の公務災害」について、事例を通して問

題点を指摘した。

県立高校図書館司書（50代女性）のケー

スではストーブを運んでいるときに転倒し

て「第３腰椎椎体骨折」という単純な災害

なのに、認定請求して返ってきたのは「公

務外」。大したことない衝撃で骨が折れた

のは骨粗しょう症が原因だという処分。数

年前に腰痛で受診したとき「骨粗しょう症

の疑い」として痛み止めの薬が処方された

という記録があったからという。もちろん

主治医は丁寧に意見書を書いてくれ、支部

審査会の審査で処分が取り消され、公務上

となった。

基金支部は担当となった職員がマニュア

ルに沿って手続きを行い、医学的なことは

基金支部の委嘱する専門医の見解に基づい

て判断する。その先生はどこの誰だかわか

らないというおかしな話。

体育の先生、30代女性。バスケットボー

ル部の顧問で練習の最中に膝を痛め、「前

十字靭帯断裂、半月板損傷」という大けが。

ところがこれもまさかの既往症理由の公務

外。主治医は審査請求の代理人になり、ス

ポーツで一回でも膝を痛めたらその後は公

務外などというのは一体どういうことかと

逆に質問をする場面も。

結局、裁判まで行って横浜地裁で公務上

となり、東京高裁でも維持されて確定した。

そのほか、精神疾患の事例も紹介した。

労災保険なら労基署が本人や関係者から聴

取を行い、それらが食い違えば慎重に判断

するのは常識だが、地公災基金支部の調査

は本人や同僚には全く聴取など行わない。

裁判になって初めて事実経過について、同

僚に聴取を打診するなどということがあ

る。

地公災基金の支部は、姿のみえない「専

門医」の医学的見解をもとにして、書類に

よる審査で時間を散々かけた挙句、公務外

の認定を作り上げてしまう。やむを得ず審

査、再審査、行政訴訟と時間ばかりが経過

し、その間に被災者は職場がかわったり、

退職したりなどの不利益がある。なんとか

公務災害認定の仕組みを変えなければなら

ないのではないか。

神奈川センター川本浩之さん

特集／ 50 周年記念集会
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例外扱いの非常勤職員
請求権さえ法律で担保されない？

関西労働者安全センターの西野は、「地

方公共団体非常勤職員の災害補償」につい

て報告を行った。

地方公共団体で働く人はいろいろいる。

法律の規定で区分けをすれば、地方公務員

法第３条の一般職と特別職だが、災害補償

となってくると、少々ややこしい。

地方公務員災害補償法の補償を適用する

のは第２条でいう「職員」で、「常時勤務

に服することを要する地方公務員」以外に、

「常時勤務に服する地方公務員と同等以上

勤務した日が月のうち 18日以上ある月が

引き続いて 12 月を超えるに至った者で、

その超えるに至った日以後引き続き勤務す

るもの」とされている。

そうではない、勤務時間の短い非常勤職

員はどうなるかというと、労災保険法第３

条は「…官公署の事業（労働基準法別表第

一に掲げる事業を除く）については、この

法律は、適用しない。」となっているので、

労基法別表第一に列挙された業種の非常勤

職員は労災保険が適用されることとなる。

では、別表にない「官公署」とは何かと

いうと市役所や消防署、警察署などの本庁

だ。その本庁に勤務する非常勤職員は、地

公災法も労災保険法も適用されないので、

そういう職員の災害補償制度として地公災

法第 69条は、地方公共団体ごとに条例を

制定しろとなっている。

この条例は、各地方公共団体ごとに定め

る「議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償に関する条例」ということになる。

以上、簡単に紹介するだけでこれだけの

文章を費やすのが非常勤職員の災害補償問

題だ。

この非常勤職員の数は全国でどのぐらい

か。総務省のHPにある数字では令和２年

４月現在で 69.4 万人とされている。労災

保険が適用されない非常勤職員のための条

例制定が必要な可能性のある地方公共団体

は全国でいくつあるかというと、市町村と

特別区で 1741、地方事務を扱うために設

置された一部事務組合は 1320、その他都

道府県が 47、地方独立行政法人が 149。

全部で 3000 を超えている。

問題の所在はどこにあるだろうか。

まず、これらの非常勤職員が本体の地公

災法の補償の例外扱いになっているという

ことだ。条例にもとづく補償制度は、本体

の地公災法の補償内容や労災保険制度との

均衡を失してはいけないとされているが、

各地方公共団体の条例は、現在の複雑な補

償制度の運用を間違いなくできているかと

いう問題がある。たとえば地公災法で運用

されている福祉事業の種類は「外科後措置

に関する事業」をはじめとして 18種類あ

る。これらの制度をおそらくはその地方公

共団体で少数である本庁の非常勤職員につ

いて間違いなく運用できるだろうか。

そもそも地公災法の補償水準は、労災保

険と異なる歴史をもち、たとえば「障害特

別援護金（第１級で 1540 万円）」「遺族特

別援護金（1860 万円）」などという制度

は労災保険にはない。つまり、労災保険の

特集／ 50 周年記念集会
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適用となる本庁以外の非常勤職員は、もと

もと差別されているわけだ。

その矛盾を解決するために、たとえば大

阪府高槻市は特別に差を埋める条例を設け

ているが、そのような地方公共団体は他に

は見かけない。

また条例による補償の場合、制度自体が

探知主義をとっているという問題点があ

る。地公災法本体や労災保険法は被災者や

遺族の請求権が明確に規定されているが、

条例には請求自体の仕組みがない。総務省

が示している条例案に、施行規則で公務災

害の「申出」が追加されたのは、なんと

2018 年のことだ。

労基法別表第一列挙の事業について、非

常勤職員は労災保険の適用になるはずだ

が、はたして労災保険か条例か、判断が不

安定という状況がある。労働基準法と地方

公務員法の適用対象の仕分けなどと災害補

償制度の仕分けが交錯し、地方ごとに誤っ

た適用になってしまうというケースが後を

絶たないという問題がある。

結局制度の複雑さで非常勤職員の泣き寝

入りが促進されているのが現状であり、根

本的な対策が必要といえるだろう。

全国安全センター公務災害問題検討会で
さらなる取り組みを

討論では、公務災害の認定請求では、制

度上の問題が山積しており、改善のための

アプローチを、たとえば国会で取り上げる

なども含んで、活発に行うべきという意見

が出された。また、神奈川労災職業病セン

ターでは、県と政令指定都市の各基金支部

に、取扱い状況について質問して回答を求

めるなどの取り組みを進めている。

さらに非常勤職員の災害補償では、すべ

ての非常勤職員について、地公災法の本体

の補償制度の組み入れ、例外をなくすべき

との解決策も示された。もし制度改正の障

害があるとしても、現在の不合理さの解決

が優先されるべきだろう。

これからの公務災害対策は、全国安全セ

ンターの公務災害問題部会を中心に、取り

組みをより強化することとした。（セッショ

ン司会・文責：西野方庸）

■第３セッション

メンタルヘルス対策

メンタルヘルス対策は、あらゆる業種、

あらゆる職場で、早急に取り組まなければ

いけない課題である。

厚生労働省のメンタルヘルス関連の対策

には、「労働者の心の健康の保持増進のた

めの指針」、「ストレスチェック制度」、「心

の健康問題により休業した労働者の職場復

帰支援の手引き」などがあり、最近ではい

わゆる「職場のハラスメント防止対策法」

が施行され、事業者に措置義務が課された。

これまで「労働者の心の健康の保持増進の

ための指針」や「労働安全衛生マネジメン

トシステムに関する指針」などほとんど指

針であるために、あまり職場に取り入れら

れることもなく、中小企業のほとんどがそ

のような指針があることも知らない状態で

ある。

特集／ 50 周年記念集会
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しかしながら、職場でのメンタルヘルス

問題は深刻で、長時間労働やハラスメント、

人間関係などで、メンタル不調になる労働

者は多く、その対処も難しい。

現実的にどのような対策なら取り組むこ

とができるだろうか。現場を知る労働組合

と共に考えるのがこのセッションの目的で

ある。

「ストレスチェック制度」は実施が義務

付けられており、きちんと活用すれば職場

改善に役立つとして作られた制度である。

個人の結果は本人のみに通知され、集団分

析結果は事業者に通知される。法律では、

年一回のストレスチェックは義務である

が、この集団分析とそれによる職場改善は

努力義務となっている。

最初に、関西労働者安全センターの田島

陽子から、「ストレスチェック制度」が作

られた経緯や内容について簡単に説明し

た。

東京労働安全衛生センター代表理事で医

師の平野敏夫さんには、「ストレスチェッ

クと職場改善」と題して、産業医としての

経験も交えて、ストレスチェック制度の実

施状況や職場改善へどう活かすかを話して

もらった。

ストレスチェック制度が開始して８年に

なるが、厚生労働省は昨年「ストレスチェッ

ク制度の効果検証に係る調査報告書」を公

表した。それによると８割の事業場でスト

レスチェックが実施されているが、実施が

努力義務である労働者が 50人未満の事業

場では 7.5％と非常に少ない。高ストレス

者と判定された人の割合は５～ 20％でそ

のうち医師の面接指導を受けたのは５％未

満の事業場が多かった。

集団分析はしているが、職場改善に活か

している事業場は４割台後半で、管理職主

導型でおこなっている。

実際に平野さんが産業医をしている事業

場の状況では、集団分析結果が労働安全衛

生委員会に報告され議論されるが、改善に

つながることは多くはないという。ただし、

高ストレス者の割合が高い職場の実態を聞

いてみると、最近配置換えなどがあり落ち

着いていない状態であったり、管理職が現

事務局　田島陽子

平野敏夫医師
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場状況に無関心であったりといった問題の

ある職場だった。

労働者側には、ストレスチェックが改善

につながっているという認識はなく、実際

の成果を示さないと受検率は下がっていく

ことになる。

ではストレスチェックを職場改善に活か

すにはどうすればいいか。

労働安全衛生委員会では集団分析結果を

共有し、きちんと対策を議論すること、さ

らには、アクションチェックリストによる

グループワーク、参加型職場改善活動など

を取り入れる方法がある。安全センターで

も参加型改善のワークショップなどを実施

している。

労働安全衛生委員会のない 50人未満の

事業場はどうすればよいのかというと、労

働組合がストレスチェックの集団分析結果

の情報提供を事業場に要求し、職場改善に

取り組んでほしい。

普段からの取り組みが大事であるが、ス

トレスチェックの結果は、職場の実態を数

値で可視化しているということで労働組合

にとっても利用しやすい。ストレスチェッ

クの集団分析結果をもとに、事業主に団交

を通して具体的改善対策を要求するなどの

取り組みをすることができる。

職場での実態は？

その後は現場からの報告を受けた。

元全港湾大阪支部組合員の林繁行さん

は、ストレスチェック制度の開始に当たっ

て、協定書案の作成に取り組んだ経験につ

いて話した。当時、全港湾関西地本の労職

対委員長だった林さんは、協定書案を起案

し、全港湾関西地本はストレスチェック制

度開始の翌年に協定書案をもって約 250

社相手に統一集団交渉を行った。

大阪支部では 48 社中 10 社と協定を結

んだ。しかし、50 人未満で組合員が 20

人くらいの職場が多かった。

８年が経って、現在の状況はどうか確認

してきたが、36 社中、協定を結んでいる

のは12社だった。２社しか増えていなかっ

たと嘆きつつ、組合員が少なくても非組合

員を入れると50人以上の職場もあるので、

ストレスチェックの実施はしている。港湾

職場など、先輩後輩の関係が厳しく、馴染

まない制度かもしれない。50 人未満の職

場については、やはり努力義務なので実施

されないのが残念ですが、組合員にはもっ

と理解を求める必要があると思うと述べ

た。

ＪＰ労組明石支部の前支部長の日置孝さ

んからは、郵便局の実態について報告が

元全港湾大阪支部の林繁行さん
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あった。

労使関係について、40 年前は点検摘発

型の労働運動で、活発に使用者側に物を

言ってきたのが、このところ労使協調型に

変化していると感じている。

ストレスチェックについては、労働安全

衛生委員会に組合の三役などが入れていな

いこともあり、会社主導で行われている。

これまでストレスチェックの結果を求める

という発想がなく、これを機会に、ストレ

スチェックについて各支部から情報を集め

たところ、ストレスチェック結果を入手し

て送ってくれた支部があった。少人数の局

なので、上司の支援という項目が悪けれ

ば、明らかにその上司のことと分かる結果

となっている。

明石支部では、労働安全衛生に関わる課

題も直接交渉で取り組んできた。例えば、

この夏も熱中症アラートが連日出る猛暑

だったが、配達量が明日は少ないと分かる

と、局は配達員に有給休暇を消化させるこ

とで人員を減らす。その結果、配達量が少

ないという余裕はなくなり、暑い中同じ配

達量をこなさなければならなくなる。これ

は熱中症対策としてどうなのか、といった

課題などで交渉を行った。

また、郵便局は人手不足で、労働強度を

下げて、ゆとりのある職場を作らないと人

材確保も出来ない状態だ。

郵便局の支部によっても雰囲気が違って

いて、明石支部は労働者の物差しで交渉す

る。別の支部では、会社主導の仕事物差し

で何事も行われ、メンタル不調で休む人が

多いということがある。

全国同じ協約であるが、局によって労働

条件の格差は大きい。業務上のことを労働

者の責任にされ、なんでも労働者がなんと

かしないといけないと思い込まされている

ので、会社に無理だ、会社がなんとかして

と言える職場にしていきたい。安全衛生に

ついても、会社主導を組合主導にできるよ

うにしていきたい思うと述べた。

ひょうご労働安全衛生センターの事務局

長である西山和宏さんは、10月９、10日

に実施した「メンタルヘルス労災相談・ハ

ラスメント対策ほっとライン」の結果につ

いて報告し、職場の現状について改善する

には労働組合の力が必要と話した。

全国９ヶ所に拠点を設けておこなった

ホットラインには、合計 218 件電話があっ

た。昨年の 97件から今回大幅に増加した

のは、一部の拠点を除いて全国フリーダイ

ヤルの同じ番号で利用しやすかったこと

と、ＮＨＫなどのテレビニュースの報道、

地方紙への掲載などからだった。50代 60

代からの相談が多かったのは、やはりテレ

ビ、新聞の効果で、若い世代はネットの方

が情報を得やすいだろう。ＪＰ労組前明石支部長の日置孝さん
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ハラスメントの６類型別の件数は、身体

的な攻撃が 13件、精神的な攻撃が 91件、

人間関係からの切り離しが 14件、過大な

要求が 27件、過小な要求が７件、個の侵

害が 11件だった。

西山さんが注目したのは、身体的な攻撃

の内容だった。上司の気分で丸刈りにさ

れ、新品のＹシャツのボタンを全部ちぎら

れた、上司に首根っこを掴まれて壁にぶつ

けられた、こめかみを掴んで倒され暴力を

振るわれて失神した、など犯罪である暴力

が職場で起こっている。

職場内のギスギスした人間関係も見て取

れる。労働者同士のコミュニケーションが

ない、ＰＣ作業ばかりで隣の人と話さない

状態。また雇用形態の違いから、労働者同

士も分断されている。同じ職場で同じ仕事

をしていても賃金や労働条件が違うため、

そのことについて話し合うことはなく、逆

に隠してしまうのが今の状況だ。いじめ・

嫌がらせの相談は多く、電話があると 30

分 40 分と時間がかかるが、ユニオンへの

加入や労災認定につながることは少ない。

パワハラの３要件になかなか当てはまら

ず、その場合の対応に二の足を踏むなど、

取り組みが進まず、職場で問題が滞留して

いる。

しかし、中心になって

取り組んでもらいたいの

は労働組合で、職場で話

し合える環境をどう提供

していくのか取り組みが

必要だ。ストレスチェッ

ク制度についても、実施

率は上がっていても職場改善につながって

いない。これをどう改善が必要か智恵を出

し合っていかなければならないと思う。努

力義務であっても、組合が活用し、ハラス

メント防止対策法についても、形だけ整え

るのではなく実効が伴うよう組合で要求し

ていく必要があると話した。

このセッションとしては、全国の労働安

全衛生センターのメンバー、各労働組合の

参加者と、職場でのメンタルヘルス対策が

必要なこと、ストレスチェック制度の安全

衛生委員会での活用もそのためのひとつの

ひょうごセンター西山和宏さん

特集／ 50 周年記念集会
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手法であることが共通認

識となった。そのために

も労働組合の取り組みが

重要なことが確認され

た。さらに最後に、今後

も安全センターと労働組

合、そして医療関係者、

研究者、弁護士などの専

門家が協力して取り組ん

でいこうということも、

特集／ 50 周年記念集会

共通認識できた。（セッション司会・文責：

田島陽子）

18 時から行われた記念パーティにも、

たくさんの方の参加があり、年に一度しか

会わない地域の活動家や安全センターや労

組のＯＢの方々にも会うことができ、それ

ぞれお祝いや激励の言葉をいただいた。こ

の 50年、たくさんの方に支えられてきた

ことを実感した日でもあった。

その感謝と共に、今後の活動について一

層励む所存、よろしくお願いいたします。

中皮腫と

ともに生きる
希少・難治性がん患者と家族の

26の「ものがたり」

	 北里学園大学教授

	 	 　大島寿美子　編

寿郎社
四六版 232 頁
本体 2000 円＋税

26 人の患者・家族の「ものがたり」が、
いま、困難に直面している人に《前に
進む力》をもたらします。
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アスベストばく露による特異的、難治、希

少がんである「中皮腫」。

発症部位で多数をしめるのは胸膜だが、そ

れ以外の「腹膜・心膜・精巣鞘膜」の中皮

腫に対しては初めての標準治療となる免疫

チェックポイント阻害薬「オプジーボ」（一

般名：ニボルマブ）保険適用がついに実現し

た。

今回の保険適用実現は、中皮腫患者やアス

ベスト被害者の団体、これを支援する組織が

治療困難でアスベスト被害の象徴的疾患とし

ての中皮腫について、治療の飛躍的進展を求

める活動を強化してきたことの成果である。

そしてこの画期的進展は、「補償と救済」、

「正義の実現」をつとに求めてきたアスベス

ト被害者運動において、「いのちの救済」が

実現可能で運動の柱となるべき課題であるこ

とを示したともいうことができるだろう。

極端に少ない標準治療

2007 年１月４日、胸膜中皮腫に対する初

めての標準治療が国内承認された。

いわゆる白金製剤の抗がん剤「シスプラチ

ン（CDDP）」と「ペメトレキセド（商品名：

アリムタ、イーライリリー社製）」の２剤併

用療法だ。以後、長く中皮腫に対する唯一の

標準治療となり、胸膜以外の治療にも「準用」

されることとなる。

つぎに承認された標準治療は、2018 年８

月 21日に承認された「がん化学療法後に増

悪した切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮

腫に対するオプジーボ単独療法」だ。

CDDP+ アリムタ２剤併用療法承認から実

に 11年７か月が経過していた。

初回治療に対しては認められないが、いわ

ゆるセカンドライン以降についてに限定され

るとはいえ、待望の標準治療の追加となった。

患者・医師・企業の協力

オプジーボ開発元である小野薬品工業は、

2017 年 12 月 22 日に上記オプジーボ単独

療法の承認申請をするとほぼ同時に、患者と

家族の会に対して早期承認のための協力を要

請してきた。これに対して、中皮腫・アスベ

スト疾患・患者と家族の会（以下、「患者と

家族の会」）は議論の後、組織として早期承

認要請を行うことを決め、2018 年１月 18

日、日本肺癌学会、日本肺がん患者連絡会と

三団体連名で厚生労働大臣に早期承認の要望

書を提出した。（「オプジーボ　早期承認要

請：厚労省への提出」中皮腫患者の生き残り

大作戦～中皮腫サポートキャラバン隊～　栗

田英司ブログ　2018 年１月 10 日 https://

ameblo.jp/kuriei563/entry-12343338438.

html）

患者と家族の会の中にあって、早期承認要

請の先頭になったのが、中皮腫サポートキャ

ラバン隊の患者たちだった。「中皮腫サポー

トキャラバン隊（以下、キャラバン隊）」は

2017 年９月頃から活動をはじめた、患者と

いのちの救済を求める運動実る
「腹膜・心膜・精巣鞘膜中皮腫へのオプジー
ボ投与」に保険適用実現
胸膜以外の中皮腫に初の標準治療
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家族の会の会員中皮腫患者などで構成される

グループで、「長期生存をはたしている全国

の中皮腫患者をたずねてインタビューをして

その声をとどけ、絶望のなかにいる中皮腫

患者を励まそう」と全国行脚をはじめてい

た。腹膜中皮腫発症から約 19年療養をつづ

けていた（長期生存を続けていた）故・栗田

英司氏、胸膜中皮腫患者で現在「ＮＰＯ法人

中皮腫サポートキャラバン隊」の理事長であ

る右田孝雄氏らを中心とし、患者と家族の会

はキャラバン隊活動の意義を重視し全面的に

バックアップした。キャラバン隊がＮＰＯ法

人となった現在においても変わらぬ協力関係

にある。

こうした患者の組織的取り組みのなか

2018 年８月 21 日にオプジーボは承認と

なった。

胸膜中皮腫以外の患者にもオプジーボを

キャラバン隊がはじまる大きなきっかけ

は、中皮腫患者の個人ブログの数が増え、Ｓ

ＮＳでの書き込みも少なからずみられるよう

になり、ブログやＳＮＳをきっかけとした患

者同士の交流が飛躍的に増えたことであった

といえると思う。

そして次第に盛んになっていく情報交換と

交流のネットワークに、希少がんゆえの苦し

さ、むずかしさに悩む中皮腫患者や家族がど

んどん集まってきていた時期に、オプジーボ

の登場が重なった。

2018 年８月に胸膜中皮腫治療のセカンド

ラインにオプジーボ投与が標準治療として導

入されると、奏効する方、奏効するもオプジー

ボの副作用により投与中止となる方、奏効せ

ず増悪し他の治療方法に移行する方などのい

ろんな話が、中皮腫患者の情報ネットワーク

にどんどん入ってくるようになった。

そんな中、キャラバン隊の右田氏に「腹膜

中皮腫にもオプジーボが使えるようにしてほ

しい」と訴えてきたのが女性の腹膜中皮腫患

者「優香」（ペンネーム）さんだった。

2019 年６月４日、右田氏は優香さんに会

い、発症４年、抗がん剤治療経験をもつ彼女

が連絡してきた理由を聞いた。すると、「主

治医に『腹膜中皮腫にオプジーボはできない

のか？』と尋ねたところ、『一人で闘っても

できないよ』と言われて、中皮腫サポートキャ

ラバン隊の存在を知った」というのだった。

キャラバン隊は６月 17日から「腹膜・心

膜・精巣鞘膜中皮腫におけるニボルマブ（オ

プジーボ）使用についての要望書」への署名

運動を開始。患者と家族の会や様々な支援

団体、患者や家族、友人知人の協力を得て、

11 月 25 日に厚生労働省に 8392 筆（11 月

20 日現在）分、12 月 25 日に小野薬品工業

に 8495 筆分（12 月 24 日現在）を直接手

渡した。

そして 2020 年９月 30 日、いよいよ「胸

膜中皮腫以外の腹膜・心膜・精巣鞘膜に対す

る医師主導治験」が兵庫医科大学病院と国立

がん研究センター中央病院ではじまった。治

験費用は患者団体からの要望を真摯に受け止

めた小野薬品が負担したのだった。

要望書提出（左：小野薬品、右：キャラバン隊
と患者、家族

胸膜以外の中皮腫の標準治療
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この医師主導治験のもうひとつの原動力は

優香さんの主治医であった兵庫医大の医師た

ちであったことを忘れてはならない。

患者団体と患者の願いに真摯に向き合った

医師、薬品会社の協力連携によって実現した

治験だった。

承認申請から早期承認へ

2023 年２月 28 日、医師主導治験開始か

ら２年４か月、小野薬品工業は胸膜中皮腫以

外の中皮腫へのオプジーボの保険適用を求

め「悪性中皮腫（悪性胸膜中皮腫を除く）に

対する効能又は効果の追加に係る国内製造販

売承認事項一部変更承認申請」を厚生労働省

に提出した（https://www.ono-pharma.com/

ja/news/20230228.html）。

これを受けて、キャラバン隊と患者と家族

の会は連名で、「早期承認」とともに「胸膜

中皮腫を含め、「中皮腫を治る病気」にする

ために、①中皮腫独自の臨床試験および基礎

研究への研究支援、②国と関係学会等が連携

した中皮腫登録事業の確立、に向けた支援を

すること」を要請することへの賛同署名運動

を開始、３月 29日に要請団体に「日本石綿・

中皮腫学会」も加わって、厚生労働大臣と環

境大臣宛に賛同署名と同趣旨の要望書を提出

した。

そしてついに、申請から９か月、11月 24

日に承認となった。

これにより、胸膜以外の腹膜・心膜・精巣

鞘膜中皮腫に対するオプジーボ療法について

は投与時期（初回かどうか、など）にかかわ

らず保険適用のもとでの治療に道が開かれ

た。

繰り返しになるが、患者団体と患者の願い

に真摯に向き合った医師、薬品会社の協力連

携によって実現した「胸膜中皮腫以外の中皮

腫に対する初めての標準治療」なのである。

中皮腫を治せる病気に

根治が期待できる外科手術が可能な胸膜中

皮腫は全体の 10％程度とされている。

そのため、中皮腫に対する治療薬開発をい

かに推進していくのか。

既存薬剤の中皮腫への適用拡大、さらに、

分子標的薬を含む画期的治療薬の開発につな

がる中皮腫という病気そのものの基礎研究が

重要となる。

そのためには、研究開発のための資金を増

やすことがなによりも必要である。

アスベスト被害に対する国や企業の賠償責

任や社会的道義的責任が認知されてきた経緯

と現状を踏まえるならば、アスベスト被害と

しての石綿関連疾患、とりわけアスベストば

く露と特異的関連を有する中皮腫について

は、治療開発の遅れを抜本的に挽回する国家

的資金投入が認められるべきである。

治療開発の遅れは、治療に使用される薬剤

の種類と数を比較すれば歴然としている。

中皮腫の標準治療は本稿で紹介したように

３つ、保険適用のもと使える薬剤としては抗

がん剤３～４種類程度、免疫チェックポイ

ント阻害薬２種類だが、肺がん治療で使用

される薬剤は、抗がん剤 15種類、分子標的

薬 15種類、免疫チェックポイント阻害薬４

種類（日本肺癌学会　https://www.haigan.

gr.jp/guidebook2019/2020/yakuzai.html）

である。

中皮腫が症例数の少ない「希少がん」であ

ること。これが、治療開発が極端に遅れる原

因だが、この点はすべての希少がんに共通し

（26 Ｐにつづく）

胸膜以外の中皮腫の標準治療
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死ぬまで元気です
　Vol.64　右田 孝雄

皆さん、こんにちは。お元気ですか？

私は、最近は咳が頻繁にでるもののその他

は慣れと言いますか、疼痛も気にするほどで

もなく、一応日々元気に過ごしております。

そして何より、阪神タイガースが 38 年ぶり

の日本一に輝きました。阪神ファンの皆様、

おめでとうございます。私もこれほど嬉しい

ことはここ数年なかったです。

さて皆さん、奇跡って信じますか？私に起

こった奇跡、聞いてくれます？

まず、2023 年９月 14 日、甲子園で怒涛の

11 連勝でリーグ優勝したのを、まず奇跡的に

チケットを獲っていて球場で観戦することが

できました。購入した当初は殆んど連勝しな

いと優勝は無理だと思っていたのが、あれよ

あれよと勝ち進んでアレを掴みました。そし

て、CSも勝って日本シリーズに進出しました。

日本シリーズは球場での観戦はできません

でしたが、対戦は 3勝 3敗で最終戦の第 7戦

での決着となりました。実は第 7戦の 11 月

5 日は私の誕生日でもありました。そんな日

に阪神が勝つ、そんな奇跡的なことはないと

思っていたんです。それがまさか現実になる

とは、38 年ぶりの日本一が私の誕生日になる

とは本当に奇跡としか思えませんでした。

これって奇跡ですよね！と自画自賛してお

ります。

めでたいといえば、関西労働者安全センター

設立 50 周年おめでとうございます。先日記

念レセプションに参加させていただき、その

時皆さんのスピーチがありましたが、何人か

の方からこのコラムを楽しみにしているとお

聞きしました。私の普段の行動やエピソード

に一喜一憂する姿を、皆さんが楽しみにされ

ていたとは感謝の気持ちでいっぱいです。実

は私自身、そんなに注目されていないと思っ

ていただけに想像以上に反響が大きいことを

知り、生きている限りこの「死ぬまで元気で

す」を続けたいと思いました。もっともっと

面白い話題の提供をしたいと思います。今後

とも皆さん何卒よろしくお願いいたします。

さて、50 周年記念レセプションに参加して、

郵便局の組合時代のことを思い出させていた
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だきました。当時は今と違って、イケイケな

組合員も多くて、労使交渉の際、先輩たちが

使用者側の上司に平気で「夜道歩くの気を付

けてな」とか「時間はたっぷりあるから朝ま

で交渉するか」などと怒鳴っていたことを思

い出しました。今でしたらすぐに重い処分食

らいますよ。因みに私はそういったことは言

いませんでしたが。

中皮腫に罹患してからお世話になりっぱな

しの関西労働者安全センターの方々には、こ

れからもアスベスト被害者への手助け、中皮

腫サポートキャラバン隊へのご支援よろしく

お願いいたします。私も中皮腫罹患 10 年を

目指してまだまだ元気です。

ている。

こうした認識に基づいて患者と家族の会や

キャラバン隊は、（前述の通り）①中皮腫独

自の臨床試験および基礎研究への研究支援、

②国と関係学会等が連携した中皮腫登録事業

の確立を国に要望しているのである。

2023 年に行われた環境省の中央環境審議

会石綿救済小委員会においても、中皮腫等の

治療開発推進を石綿救済法の目的に加える法

改正と石綿救済基金 800 億円のこれへの活

用を強く訴えた。目的そのものは実現できな

かったが、このことが必要であり実現可能で

あることについては各方面の共感と賛同を得

ることができたと考えている。詳細は、患者

と家族の会が公表しているカウンターレポー

トをぜひ参照していただきたい。
■石綿健康被害救済法の抜本改正に向けて－

石綿健康被害救済小委員会報告書カウンター

レポート－（中皮腫・アスベスト疾患・患者

と 家 族 の 会 ）https://www.chuuhishu-family.

net/2708/

現在、治療開発の今日的な重要性は着実に

意識されるようになり、アスベスト被害にか

かわる人たちのなかに前向きな理解が拡がっ

てきているように思う。

たとえば、大阪府議会が 2023 年３月 17

日に採択した「アスベスト被害を抑える対策

の強化を求める意見書」では、「国においては、

今後のアスベストによる健康被害者の治療法

の一日も早い確立と、アスベスト被害の発生

防止に向け、以下の事項に全力で取り組むこ

とを強く求める。」として、第１項目で「１．

アスベストによる健康被害者の治療や進行抑

制に効果のある研究・開発を促進し、そのた

めの安定的な予算を確保すること。」を要請

している。同様の内容の意見書は各地の自治

体で採択されている。

治療研究開発のための石綿救済法改正を打

ち出すには至らなかったものの、その石綿救

済小委員会での激しい攻防に触発されたかた

ちで、2023 年９月 11 日、自民、公明両党

の与党建設アスベスト対策プロジェクトチー

ムが、治療研究費の予算増額を厚生労働大臣

に申し入れ、一定の予算増額が決まった。抜

本的な治療推進のための施策とはとても言え

ないながら注目すべき動きだ。

いずれにしろ、治療開発の積極推進はすべ

ての中皮腫患者が熱望している。したがって、

この課題に積極的に取り組めるかどうか、実

現できるかどうかが、今後のアスベスト被害

にかかわる運動のとっては重要な試金石だろ

う。

関西労働者安全センターは今後とも中皮

腫・アスベスト疾患・患者と家族の会、中皮

腫サポートキャラバン隊とともにこれに取り

組んで行くことにしている。（事務局：片岡

明彦）

（24 Ｐからつづく）
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「11.23 県民平和大集会」が那覇市奥武

山公園で、１万人を超える参加者のもと開

催されました。翌日の琉球新報は一面トッ

プ記事で伝えました。

いうまでもなく、昨年 12月の安保関連

３文書が閣議決定されて以来（勿論その前

からもいろいろな仕掛けはされていました

が）、急速に琉球弧の軍拡が進んでいます。

集会大会宣言は、「与那国、石垣、宮古の島々

に限らず沖縄島や奄美、馬毛島に至るまで

自衛隊基地が建設されミサイルや弾薬が持

ち込まれています」と訴えています。

当日は午前 10 時過ぎに名護を車で出

発、途中、モノレールに乗り換え会場に

向いました。午後１時ごろから４時半

まで芝生に座ってはいましたが、老人

には少々堪える集会でした。若者が主体

的に参加しシニア世代と手を取り合って

作ってきた集会らしい時間の流れでもあっ

たと思います。琉球新報は「新たな戦争　

ＮＯ　抵抗表明　市民主導」「脱政党・労

辺野古からの通信 ②
  宮崎　史朗（全港湾建設支部）

集会舞台、司会の若手神谷美由稀と瑞慶覧長風

組で初結集」と見出しで報じました。

間違いなく新たな取り組みだったと思い

ます。その限りで少し不協和音があるよう

ですが、毎日、辺野古のゲート前で座り込

みを愚直に行っている者たちから見たら、

「どんな立ち位置から何をするための発言

（批判）ですか」と問いたいと思います。

11 月 25 日付け琉球新報に喜納えいかさ

ん（ボーダーインク編集者）の寄稿があり、

その一部を引用させていただきます。

－SNS上で今集会のロゴを巡り指摘があっ

たことが報じられた。人は誤るし、運動

体も誤る。それを自明のものとして、「何

かあれば迅速に訂正してアップデートを

続け、時代に沿っていく」ことが肝要だ

と思う。運動はまだ続く。私たちの胆力

が試されている。－

「対話による信頼こそ平和への道」と訴

えた 11.23 大集会の意味を反芻しながら、

辺野古新基地建設阻止を訴えていこうと思
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辺野古からの通信②

います。

辺野古新基地の変更申請不承認は大詰め

にきています。国は最高裁判決後、県知事

にたいして、承認せよとの勧告、従わない

とみるや承認せよとの指示を矢継ぎ早に発

し、知事が承認しないとみるや、10/5 福

岡高裁那覇支部に代執行訴訟を提起しまし

た。

10/30 第１回口頭弁論で玉城知事は「沖

縄県の自主性及び自立性を侵害することに

なる国の代執行は、到底容認できない」と

して、特に３点を主張しました

①国と県との対話の必要性、②「公益」

の前提である「辺野古が唯一」との考えは

必要性・合理性を欠くこと、③県民の民意

ことが「公益」として認められなければな

らないこと。

即日結審しましたがまだ判決の日は決

まっていません。（注：12/20 に承認を命

じる判決がでた）

この間にも防衛局が沖縄県と県民を騙し

ていることが明らかになっています。しん

ぶん赤旗日曜版（10/1）が、防衛局は軟

弱地盤の耐震設計を新基準（2018 年）で

作成したと説明しているが、実は旧基準

（2007 年）だったことをばく露しました。

変更申請で嘘の説明をしているということ

で、護岸の安全性にも大きな疑義があるこ

とになります。

また、11 月１日付け共同通信は、防衛

局が 2007 年に大浦湾の軟弱地盤について

民間業者から広範な調査が必要とされたに

も関わらず調査しなかったと報じました。

そのうえ、防衛局は埋立承認申請では広範

な軟弱地盤は存在しないとしており、嘘を

ついていたのです。同局は県を騙して承認

を取り付けたことになります。仲井間知事

（当時）の承認そのものの違法性が改めて

浮き彫りになっています。

11.23 大集会の翌日は金曜日とは思えな

いほど座込みに多くの方が参加されまし

た。大集会参加の方だと思われますが、辺

野古からも島袋文子さん（ふみこおばぁ

94歳）と大城敬人（名護市会議員 82歳）

も参加され、新基地反対を訴えられていま

す。辺野古現地は闘いの手を緩めてはいま

せん。頑張りましょう。
11/24 辺野古ゲート前　韓国の若者たちが踊りを
披露してくれました

11/24 ゲート前の島袋文子さん、大城さん
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韓国からの
ニュース
■今年の労災承認第一位は「配達の民族」／
変わる労災地図
共に民主党のユン・ゴンヨン議員に勤労福

祉公団から提出された資料で、今年１～８月

の「配達の民族」の物流サービスを専門に担

当する「優雅な青年たち」の労災 ( 事故・疾

病 ) 申請件数は 1312 件、認定件数は 1273

件だった。ライダーの死亡事故で労災認定さ

れたのは５件だった。ＨＤ現代重工業と大宇

建設が 521 件と 467 件を記録して、２位と

３位に名前を挙げた。

「優雅な青年たち」は昨年も労災承認が

1837 件で１位を記録した。「優雅な青年

たち」の労災承認件数は、2018 年に 31

件、2019 年は 163 件、2020 年は 376 件、

2021 年は 941 件、昨年は 1837 件で、毎

年増加傾向にある。また、別の食品配達アプ

リケーションのクパンイーツの労災認定件数

は、昨年は 410 件 (12 位 )、今年の１～８月

には 181 件 (19 位 ) だった。

配達ライダーの労災急増の理由は、昨年

オンライン飲食サービスの配達市場が成長

し、従業員の規模も大きくなったため。配達

ライダーの労災保険適用は、2012 年５月か

ら始まった。適用除外申請制度のせいで死角

地帯にいるライダー多かったが、2021 年７

月から適用除外理由を疾病・育児休職などに

厳格に制限し、労災保険の枠の中に入った配

達ライダーが増えた。「主に一つの事業に労

務を常時提供し、報酬を受けて生活する」と

いう専属性の基準も廃止され、死角地帯はさ

らに減った。これまで色々なプラットフォー

ム業者から仕事を受けて仕事をする配達ライ

ダー、代行運転手などは、専属性要件を充足

できず、労災保険の適用を受けられない事例

が少なくなかった。専属性基準の廃止で、ア

プリで代行運転手に仕事を与えるカカオモビ

リティの労災承認は 37件に達し、運輸・倉

庫および通信業分野で承認件数基準 16位に

跳ね上がった。

クパンと物流子会社の労災承認件数も高い

順位を記録した。クパン㈱は、今年１～８月

に332件 (共同 7位 )、2022年に 1464件 (2

位 )、2021 年 に 1957 件 (1 位 )、2020 年

に 758 件 (1 位 )、2019 年に 334 件 (5 位 )、

2018 年に 178 件 (10 位 ) だった。クパン・

フルフィルメントサービス大邱センターは

322 件、クパン・ロジスティクスサービス

有限会社は 262 件で、運輸・倉庫と通信業

の分野で「優雅な青年たち」に続いて２、３

位を記録した。2023 年 10 月３日　京郷新聞　

キム・ジファン記者

■外国人の労災遺族給付が毎年 100 件以上、
半分以上が建設業
雇用労働部の「外国人勤労者労災死亡事故

状況」の資料では、昨年 141 件の外国人勤

労者の遺族給付の請求が申請され、109 件

が認定された。外国人労働者の遺族給付支給

件数はこの4年間、毎年100件を越えている。

2019 年の 138 件から、2020 年に 112 件、

2021 年に 122 件だ。

昨年、外国人労働者の遺族給付の請求が最

も多かった業種は建設業で、申請 68件中認

定 54件で、労災認定件数全体の 50.0% を占

めた。製造業分野では申請 40 件中認定 32

件で、29.4% で次点だった。今年の遺族給付

請求も、建設業からの申請件数が 36件、認

定件数が 32 件で最も多く、製造業が 25 件
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の申請で 18件が認定された。

事業場規模別では、61.4% が 30 人未満事

業場で発生した。昨年の遺族給付請求は、５

～ 30人未満の事業場が申請 44件中認定 35

件で最も多く、次は５人未満の事業場（40

件申請、32件認定）だった。

昨年、労働災害で死亡した外国人労働者の

年齢帯は、30代が申請 33件中認定 27件で

最も多かった。次に 60 代以上と 50 代の認

定件数がそれぞれ25件だった。国籍別には、

韓国系中国人が申請 74 件中認定 54 件で、

全体認定件数の半分以上（50.0%）を占めた。

次は中国国籍で、申請 17件中認定 15件だっ

た。2023年10月３日　ハンギョレ新聞　チャ

ン・ヒョンウン記者

■鉄粉・化学物質がこびり着いた作業服を預
けてください
労働者の作業服クリーニング店ブルーミン

グは零細・中小事業場の労働者の健康権保護

のために、半月国家産業団地がある安山市檀

園区に建てられた。各種の工程から発生した

粉じんと化学薬品など、有害物質で汚染され

た作業服は、それ自体が「産業廃棄物」のよ

うだ。しかし、零細・中小事業場では、数

千万ウォンもの産業用の洗濯機を準備する余

裕がない。汚染された作業服を長期間着用す

れば、労働者の健康を脅かし、家で洗濯すれ

ば、家族まで病気に罹りかねない。これに対

して地方自治体が乗り出した。ブルーミング

は京畿道が支援し、安山市が京畿道障害者福

祉会に委託して運営している。

ブルーミング・クリーニング店はイ・ヨン

シク所長を含め、重症障害者３人、軽症障害

者３人が働いている。イ・ヨンシク所長は「障

害者は、非障害者より仕事ができないわけで

はない。」「偏見をなくすために、ずっときれ

いに洗濯している」と話した。

ブルーミングのような公共作業着クリー

ニング店は、全国九ヵ所で運営されている。

2019 年 11 月に金海市の「カヤ・クリーニ

ング」が国内で最初の作業服クリーニング店

だ。光州、亀尾、巨済、蔚山、宜寧の六ヵ所

が後に続いた。今年は唐津と麗水、安山で作

業服クリーニング店を開き、始興と霊岩では

開所を待っている。

全国の主要産業団地に作業服クリーニン

グ店が拡がっているが、費用と運営の面で心

配する声も出ている。全南労働権益センター

のムン・ギルジュ・センター長は「作業服ク

リーニング店の本来の趣旨は、非正規職など

脆弱な労働者に、正規職のように無料で作業

服を洗濯してあげようということだった。」

「現在の使用料は安い方だが、物価を考慮す

ると料金を引き上げなければならないという

クリーニング店がある」と指摘した。金属労

組京畿支部・始興安山地域支会の東洋ピスト

ンの分会長は「作業服クリーニング店の提案

趣旨は、政府の支援によって無料のクリーニ

ング店を運営できるシステムを作ろうという

ことだった。」「産業安全保健法に基づいて、

労働者の健康と環境を守るというアプローチ

が必要だ」と話した。2023 年 10 月４日

毎日労働ニュース　カン・ソギョン記者

ベトナム労働者が生き埋めになった安城市の崩落事故現場
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■熱中症患者の 10 人に 4人は農業・漁民、
単純労務従事者
シム・サンジョン正義党議員が疾病管理庁

から受け取った「温熱疾患と寒冷疾患発生状

況」資料によると、今年の温熱疾患者 2818

人の内、農業・漁業従事者、単純労務従事者

は 1044 人で、全体の 37% に達した。職業

別に見れば単純労務従事者が 591 人、農業・

漁業従事者が 247 人を占め、装置機械操作

および組立従事者が 119 人、主婦と学生が

113 人、技能員および関連技能従事者が 87

人の順で、熱中症患者が多かった。

年齢別では、50 代と 60 代に集中した。

全体 2818 人の内、50 ～ 59 歳が 601 人、

60～ 69歳が 514 人の合わせて 1115 人で、

39.5% を占めた。40 ～ 49 歳が 385 人、70

～ 79 歳が 325 人、30 ～ 39 歳が 323 人、

20～ 29歳が 291 人だった。

シム・サンジョン議員は「気候危機で機械

も故障するほどで、肉体労働者には苛酷な環

境が作られている。」「冷暖房機設置の義務が

ない物流倉庫をはじめとする猛暑労働につい

て産業安全保健法施行令などを改正しなけ

ればならない」と話した。2023 年 10 月４日　

毎日労働ニュース　イム・セウン記者

■ライダーの３割が憂うつ危険の「平均以上」
配達労働者３割が中等症以上(中等～重症)

のうつ病の危険状態にあるという調査結果が

出た。現行の産業安全保健法では、配達労働

者は「感情労働者保護法」の保護を受けられ

ないため、働くすべての人を保護する産業安

全保健体系が必要だと指摘される。

公共運輸労組ライダーユニオン支部と正義

党のイ・ウンジュ議員は 25 日、「労災１位

の配達、原因を暴く」討論会を行った。共に

民主党のユン・ゴンヨン議員が雇用労働部に

要請して取り寄せた資料によれば、８月現在、

労災承認件数が最も多い事業場は、1273 件

を記録した「配達の民族」の運営会社「優雅

な青年たち」だった。

韓国産業医療福祉研究院とライダーユニオ

ン支部は、４月から６月まで、365 人の配

達労働者の精神心理の健康を調査した。その

結果、回答者の 33.15% が中等症・重症以上

の憂うつを訴えた。80% の労働者はストレ

スの問題が極めて深刻で、38.36% の回答者

は自尊心毀損に係わる問題も深刻に経験して

いた。

調査の発表を担当した延世大社会発展研究

所のパク・スミン専門研究委員は、「同僚と

の相互作用が制限される労働環境で、アルゴ

リズムのコントロールを受け、顧客と商店の

暴言に曝される労働方式が、配達労働者の精

神の健康にどのような影響を与えるのかに注

目する必要がある」と説明した。「自己搾取

的な労働に誘導するプラットフォームのイン

センティブ、プロモーション制度は、新規の

労働者が流入することによって、従来の配達

労働者の目標達成を更に難しくし、競争をよ

り一層拡大させる効果がある」と分析した。

労災の１位を占める配達業労働者を保護す

る法令が足りないという指摘も出た。配達業

の労災が深刻な問題に浮上した以上、危険性

の評価ができるように労災分析が必要だと

いう意見も提起された。2023 年 10 月 25 日　

毎日労働ニュース　チョン・ソヒ記者

■航空乗務員「宇宙放射線による胃がん」に
初の労災認定
勤労福祉公団の「業務上疾病判定書」に

よると、ソウル南部業務上疾病判定委員会は

先月６日、大韓航空の乗務員だったＡさん

(53) の胃がんを業務上災害と認定した。委
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員会は「故人の累積ばく露放射線量は測定さ

れたものより多く、長距離路線の特性上、不

規則な時間に食生活をするなどの要素を総合

的に考慮する時、申請人の傷病と業務との相

当因果関係が認められる」と判定した。

Ａさんは 1995 年から 2021 年まで航空機

の客室乗務員として働いた。Ａさんの年平

均飛行時間は 1022 時間だったが、その内

49% は長時間飛行のアメリカ・ヨーロッパ

路線だった。アメリカ・ヨーロッパ路線は北

極航路を利用するケースが多く、短期路線よ

りも宇宙放射線へのばく露量が多いと知られ

ている。Ａさんは 2021 年４月 16 日、胃が

ん４期の診断を受け、翌月８日に死亡した。

大韓航空が測定したＡさんの 2008 年以降

の総累積被ばく放射線量は約42mSvだった。

2019 年７月から 2020 年６月までの一年間

の累積被ばく放射線量は 2.7mSv だった。航

空乗務員の安全基準は６mSv だ。大韓航空

側は「申請人の傷病と宇宙放射線との相関関

係は明らかになっていない」と主張した。

しかし、審査委員は大韓航空が使用する測

定法 (CARI-6M) による累積放射線量は過小

測定された可能性があると見た。ある審査委

員は「累積放射線資料上、100mSv 以上の放

射線へのばく露の可能性があったと判断され

る」と話した。

審査委員たちは年間６mSv 以下の低量放

射線へのばく露も、がんの発生に影響を与え

得るとみた。「電離放射線は、がん発生と閾

値がない相関関係があり得る」と話した。Ａ

さんが長距離飛行で不規則な食生活をしたこ

と、ヘリコバクターピロリ菌の検査結果が陰

性で、飲酒・喫煙歴がなかったこと、胃がん

が相対的に早い年齢で発病したことも考慮さ

れた。2023 年 11 月５日　京郷新聞　キム・

セフン記者

■がん細胞が広がっているのに調査に四年
チェ・ジンギョンさんは 2018 年７月、乳

がん３期の診断を受けて闘病生活を送ってき

たが、自分の病気が仕事によって発生したこ

とをついに認められず、４日に死亡した。

チェ・ジンギョンさんは 1603 日間、国の

判断を待った。サムソンディスプレイ器興研

究所で 17年間研究員として働き、退社の翌

年に乳がんの診断を受けた彼女は、2019 年

３月４日に、勤労福祉公団に労災申請書を提

出したが、４年後の今年７月 24日になって、

ようやくその結果を受け取ることができた。

公団は「疫学調査報告書」を元に、「ポリ

塩化バイフェニル (PCB) と放射線のばく露レ

ベルが高くない状態」として、最終的に不認

定の判定を出した。不承認の判定が４年以上

も遅れた背景には、「疫学調査の長期化」と

いう問題があった。調査機関の産業安全保健

研究院は 2019 年５月３日に公団から疫学調

査の依頼を受けたが、2023 年２月までにサ

ムソン電子に対して二回、「事業者追加資料」

の提出を要請した以外の調査をせず、2023

年３月 15日になってようやく、チェ・ジン

ギョンさんに面談調査を要請したが、これは

ハンギョレが企画報道で、チェ・ジンギョン

さんの事情を報道した五日後だった。

労災申請の当時、既にチェ・ジンギョンさ
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んが働いていた研究室と現場の状況などの資

料が消えた状況で、それでも産業安全保健研

究院は、「疫学調査の長期化」の問題が本格

的に提起されたため、たった二ヶ月で疫学調

査を終えた。これを見ていたチェ・ジンギョ

ンさんは当時、「何を調査するために４年間

も必要だったのかを理解できない。退社する

前に既に廃棄された開発ラインの業務を、４

年間も調査していたということか」と、悔し

さを爆発させた。

チェ・ジンギョンは、公団の労災不認定に

異議を提起する一方で、最後の瞬間まで、疫

学調査の長期化の問題の解決に声を挙げた。

しかし、チェ・ジンギョンさんは先月 12日、

国会・環境労働委員会の国政監査に出席し、

疫学調査の長期化による被害を証言しようと

したが、病状が悪化して入院し、ウ・ウォン

シク議員が証言を代読しなければならなかっ

た。最近五年間 (2018 ～ 2022 年 ) で、疫

学調査の結果を聞けないまま死亡した労働者

は 111 人に達する。ウ・ウォンシク議員は

「これは正常な国の制度とは見られない」と

批判した。2023 年 11 月６日　ハンギョレ新

聞　チャン・ピルス記者

■最高裁「労災の危険が信じられるなら、作
業中止権は認められる」
近くの工場で化学物質漏れの事故が起きた

時、労働者を待避させた労働組合の支部長に

会社が懲戒を行ったのは不当だと、最高裁が

判断した。

最高裁一部は、Ａ氏が会社を相手に起こし

た停職処分無効訴訟の上告審で、Ａ氏敗訴の

原審判決を破棄し、事件を大田高裁に差し戻

した。

世宗市産業団地内のある会社の労働組合の

支部長のＡ氏は、2016 年７月、200m程離

れた工場で、化学物質のチオビスが漏れる事

故が発生すると、組合員に作業を中断して避

難するよう指示した。チオビスは空気中で硫

化水素に変質し、人が吸うと目・鼻・首・皮

膚に刺激を起こしたり麻痺を与えかねない有

害物質だ。しかし会社は、Ａ氏の避難が「作

業場無断離脱」だとし、停職二ヵ月の懲戒処

分を行った。Ａ氏は懲戒に対して、2017 年

３月に訴訟を起こした。

争点は、Ａ氏の避難指示が産業安全保健法

が規定する「作業中止権」の正当な行使に該

当するかどうかだった。産業安全保健法は「労

働災害が発生する切迫した危険がある場合、

労働者は作業を中止し、待避できる」として、

労働者の作業中止権を保障している。

原審裁判所は会社側の懲戒を正当だと判断

した。Ａ氏が作業中止権を行使するほどの緊

迫した危険がなかったということだ。事故地

点から半径 10m以上の距離で硫化水素が検

出されなかった点、Ａ氏の会社は危険性が高

くなく、消防本部が避難放送をしなかったこ

となどが根拠だった。作業中止権行使の要件

である「差し迫った危険」の判断基準を狭く

解釈したものである。

最高裁は緊迫した危険もあったと見た。

硫化水素は毒性の強い気体であり、事故地点

から半径１km以内の村に対して避難放送が

行われたことなどを見ると、相当な距離まで

化学物質が広がっていく可能性も排除できな

かったという。事故以後、200m以上離れた

工場でも、めまい・頭痛を訴える人たちが発

生したという点で、Ａ氏が働いていた工場が

安全な位置だったと断定することも難しいと

した。最高裁は「Ａ氏は会社の勤労者であ

り、労働組合の代表者として人体に有害な化

学物質が漏れ、既に待避命令を行ったという

消防本部の説明と待避を勧める勤労監督官の
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発言を土台に、労災発生の切迫した危険が存

在すると認識し、他の勤労者たちに待避を勧

めたと見る余地がある」とした。続けて「原

審判断には作業中止権行使の要件、労働災害

が発生する差し迫った危険の判断基準などに

関する法理を誤解し、必要な審理を果たさな

かった誤りがある」とした。2023 年 11 月 9

日　京郷新聞　イ・ヘリ記者

■「週一回・三カ月以上」続かなければ、い
じめは認められない
雇用労働部が最近二年間に職場内いじめ

関連の委託研究を二回発注するなど、制度改

編を進めている。

「職場内いじめ紛争解決方案研究」報告書

は、「主観的な解釈に依存する現行の職場内

いじめの定義を、持続性・反復性など、客観

的な基準が反映されるように改正するべき

だ」と提案した。客観的な基準がなく、虚偽

申告などの混乱が発生し、虚偽申告者の内の

多数が補償を先に要求するなど、悪用の可能

性があるという理由だ。韓国職業能力研究院

は三月に、この委託研究報告書を労働部に提

出した。

報告書では「一回性でもいじめと認められ

る行為」と「持続・反復されていじめと認め

られる行為」を区分した。前者は、暴力、暴

言、セクハラ、部署移動と退社強要、不適切

な疑いや濡れ衣、侮辱的な言動、不当懲戒な

どだ。後者は、業務能力・成果不認定と嘲弄、

昇進・報酬差別、困難で敬遠する業務の集中

的な割当、主要な意思決定からの排除、休暇

や福祉恩恵を使えないように圧力、仕事をし

たり休息する様子の過度な監視、会食参加の

強要などだ。

報告書によれば、持続・反復されなければ

いじめと認められない行為は、「三ヶ月以上

持続し、平均的に週一回以上反復」という要

件が付く。但し、持続期間が三ヶ月より多少

短くても 13件以上の記録があれば、いじめ

と認められる。持続期間が三ヶ月を越えれば、

状況に応じて反復性の基準を一部緩和 ( 月 2

～ 3 回 ) する方案も提示された。報告書で

は、虚偽申告に対しては「客観的基準を土台

に、いじめと見難い行為を反復的に申告する

など、明確な故意性が確認される場合、制裁

を考慮すべきである」と明らかにした。

労働部は４月に、労働法理論実務学会に「職

場内いじめ禁止制度改善法案研究」も依頼し

た。イ・ジョンシク労働部長官は、青年労働

者懇談会で「職場内いじめに対する法律上の

判断基準の補完、労働委員会の調整・仲裁、

判断手続きの導入など、多様な意見があるの

で、実効性のある制度改善を推進する」と話

した。

労働界はイ・ジョンシク長官が言及した

「法律上の判断基準補完」が、委託研究報告

書の提案通りに進められれば、いじめの認定

が極端に難しくなると憂慮する。職場の甲質

119 は「週一回以上のいじめに遭えば、一ヶ

月も耐えられずに会社を辞めることもある

が、数ヶ月を我慢して耐えなければいじめと

認められないということか」と反問した。続

けて「証拠不足でいじめの認定を受けられな

かった事例が『虚偽申告』として集中されれ

ば、会社員は申告を更に敬遠せざるをえない。

いじめ被害者の 10人に１人しか申告をして

いないのが現実」と話した。2023 年 11 月 24

日　京郷新聞　キム・ジファン記者

   （翻訳：中村猛）
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大　阪大　阪

連合大阪労働安全衛生センターが
日本製鉄で事業所視察交流

連合大阪労働安全衛生セ
ンターは、10 月 13 日に事
業場視察交流を兼ねた理事
会を開催した。
開催地となったのは、大
阪市此花区の日本製鉄株式
会社関西製鋼所で、受け入
れ労組は基幹労連の日本製
鉄大阪労働組合。同事業所
は、鉄道車輪・車軸を製造
しており、その国内シェ
アは 100％、つまり唯一の
メーカーだ。世界的に見て
も 12％のシェアを占めて
いる。戦後、住友金属時代
からずっと車輪といえばこ
の工場が製造元であったと
いう。
労働安全衛生対策では、

「ご安全に」という製造業
の職場ではいまや馴染みと
なった挨拶言葉も、元はと
いえば住友金属の技術社員
がドイツ出張時代の現場の
あいさつ言葉を持ち帰って
意訳したのが最初だ。
同事業所の安全の取り組
みで特徴的なのは、現場の

班長クラスから一定期間安
全衛生についての巡視担当
者を選び、専従活動を行う。
その担当者には、必要な場
合はその現場の作業を停止
させ、改善を指示する権限
を与える。事業所内には構
内協力会社の事業場もある
が、そうした協力会社の担
当者も同様に取り組みの枠

内に入れているという。
工場内を見学した後、労
働安全衛生活動状況につい
ての紹介を受けて質疑を
行った後、労働安全衛生セ
ンター理事会となった。ま
ず参与である当センター
の西野が、今年始まった
第 14 次労働災害防止計画
の内容と注目点について説
明を行い、今後の連合大阪
の取り組みについて検討を
行った。
同センターでは今後も各
構成組織の労働安全衛生活
動を交流し、労働組合が主
体となる取り組みの普及を
促進するとしている。

連合兵庫は 10 月４日、
第 19 回セーフティネット
ワーク集会を開催、講演と
工場見学を行った。
開催地は川崎重工業株式
会社明石工場で、受け入れ
労組は基幹労連川崎重工労
働組合。まず午前の講演で
は、当センターの西野が「主
体的安全衛生活動で、快
適な職場作りを」と題し、

第 14 次労働災害防止計画
の内容を紹介しつつ最近の
労働災害発生状況の特徴か
ら注意すべきことを指摘し
た。とくに職場における高
年齢労働者の増加から休業
災害が増加していること、
設備による災害から行動系
の災害に特徴がシフトして
いることなど、近年の傾向
から現在の各職場での取り

連合兵庫がセーフティネッ
トワーク集会
川重明石工場で開催

兵　庫兵　庫
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組み課題が設定できること
を紹介した。
講演の２本目は、川崎重
工業明石工場における安全
衛生の取り組みについて、
同安全衛生課長の今井貴弘
が紹介した。同事業所では
リスクアセスメントの取り
組みによって、多様な安全
衛生の職場改善が行われて

おり、その実例を紹介しな
がら、様々なエピソードも
紹介された。
現在の課題としては、企
業が主導する化学物質の安
全衛生管理上の路線変更へ
の対応や、休職者の６割が
メンタル不調によるもので
あること、様々な国からの
外国人労働者の安全対策な

どがあげられた。
同事業所の製品の主力は
なんといってもバイクであ
る。製造ラインの最後、検
査場では真新しいバイクが
エンジン音を発している。
製品のきらびやかととも
に、組み立てラインの労働
者の創意工夫も随所に見ら
れる職場であった。

「余命」１年と告げられ 18 年後の今を生きる「中皮腫」患者の闘病記録

栗田　英司　著

■出版社：星湖舎
	 http://sksp.biz/index.html
■体裁：四六判、本文 184 頁、ソフトカバー
■定価：本体 1500 円＋税
	 ISBN978-4-86372-097-8	C0095

●「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」会員
●「日本肺がん学会」ガイドライン検討委員会胸膜中
皮腫小委員会委員

【お問い合わせ】
関西労働者安全センター
　TEL:06-6476-8220
　FAX:06-6476-8229
　mail	:	info@koshc.jp

「中皮腫サポートキャラバン隊」として、日本全
国のアスベスト疾患患者のピアサポート活動に邁
進する栗田英司氏。
33	歳の時に「上皮型悪性腹膜中皮腫」との診
断を受け、余命 1	年と宣告されたにもかかわら
ず、その後 18 年を今も前向きに生き続ける。中
皮腫の診断イコール余命 1	年や 2	年などという症
例が多いなか、「希望の星」と称えられる著者、渾
身の闘病記です。くわえて、著者以外の、長期生
存や元気に生活する 6	人の中皮腫患者へのインタ
ビューもあわせて掲載。病と向き合い、闘うため
のヒントを多く得ることのできる、貴重な書です。

もはやこれまで
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10月の新聞記事から
し、３年間で約５倍に増えたことが、地方自治研究
機構（東京）と各自治体への取材で分かった。６月
成立の LGBT などへの理解増進法には禁止が明記され
ておらず、国に先んじて取り組む自治体が増加。20
年に 5自治体であったのが、26 自治体に増えた。

10/25	 愛知県津島市は、特別職（市長や副市長、教
育長）から職員へのパワハラアンケートの結果を公
表した。パワハラを受けたとする回答が 105 件あっ
た。アンケートは８月、職員約 500 人に実施し 301
人が回答。「過去 10 年間にパワハラを受けたと感じ
たことがある」が 163 件、「パワハラを見聞きした」
が 143 件。行為者は特別職が 105 件、管理職の上司
が 93 件だった。市は、辞職した前副市長によるパワ
ハラを職員組合が指摘したことから、弁護士による
第三者委を設置。12 月 27 日に報告書を提出する。

	 	 東京電力福島第一原発の「多核種除去設備
（ALPS）」で、汚染水が通る配管に硝酸液を流して洗
浄していたところ、廃液をタンクに流すホースが抜
け、廃液が飛び散り、作業員５人に廃液がかかり、
うち 4人に体の汚染を確認。全身に汚染があった 20
代と下半身や両腕に汚染を確認した 40 代は、病院に
搬送された。医師は２人とも放射線障害による熱傷
の可能性は低いとしていて、皮膚の外傷もない。

	 	 労災に関する厚生労働省の医療機関への支援
金について会計検査院が調べたところ、70 の医療機
関に交付された 1402 万円が契約先と違う会社に払わ
れていた。検査院は返還を求めている。厚労省では、
医療機関が労災の治療費を国に請求するオンライン
用のソフトウェア導入に支援金を出している。70 の
医療機関の契約書は購入するという内容になってい
たが、実際はリース会社とのリース契約だった。厚
労省は「リース契約の場合の取り決めが不十分だっ
た。指摘を踏まえて改善する」とする。

10/31	 高圧ガスの製造・販売会社「鈴木商館」（本
社・東京）で勤務していた男性（21）が自殺した
のは職場のいじめでうつ病を発症したのが原因と
して、四日市労働基準監督署が労災認定した。男
性は 2019 年４月に入社。愛知県豊田市の事業所
に配属されたが、11 月にうつ病と診断され、21
年１月に自ら命を絶った。遺書には「使えない、
無能、ゴミと言われた」などとあった。４月７日付。

	 	 2020 年 5 月、鹿児島県曽於市の病院で新卒
で働き始めて約 1カ月だった 20 代の新人男性看護師
が自殺し、自殺は残業やパワハラが原因として、遺
族が国に労災の認定を求めて鹿児島地裁に提訴した。
病院の第三者委員会による調査で、先輩看護師によ
るパワハラや過重労働があったことが確認されたが、
病院の第三者委員会はパワハラや過重労働を自殺の
原因とは関連付けていない。

	 	 海上自衛隊で、20 代の女性自衛官がセクハラ
被害を受け、上司が、女性の意に反する形で加害側
の男性自衛官と面会の場を設けて男性の謝罪を聞か
せ、女性はショックで出勤できなくなり、うつ病と
診断され、３月末で退職した。防衛省海上幕僚監部
は調査を進め、加害男性と面会を求めた上司につい
ては処分を検討している。

10/4	 先月「アマゾン」の配達を担う運送会社から
委託されて配達ドライバーとして働く個人事業主の
男性が業務中にけがをしたとして、横須賀労働基準
監督署から労災認定されていた。男性は去年 9 月、
配達中に階段から転落し、腰の骨を折る大けがをし
て２か月間休職した。男性は個人事業主だったが、
業務の実態としては「労働者」であるとして、50 日
分の休業補償の支給が決まった。

	 	 労災保険にフリーランスらが特別加入できる
制度について、厚生労働省は審議会で、対象となる
業種を大幅に広げる検討に入った。今回の見直しは、
「フリーランス新法」の付帯決議を受けたもの。付帯
決議は、企業と取引のあるフリーランスを幅広く労
災保険に特別加入できるように求めていた。

10/5	 医師の過重労働が問題となる中、兵庫県は職
員らで構成される医師の働き方改革のプロジェクト
チームを立ち上げた。チームには今後医師も加わる
方針で、医師以外の職種への仕事の振り分けや、Ａ
Ｉ画像診断の活用などでの業務効率化を検討して、
来年２月ごろに結果を取りまとめるという。

10/9	 「家事使用人」を巡って、昨年９月、急死し
た家政婦の遺族が国に労災認定を求めた裁判の判決
で、1947 年に作られた規定により、女性が家事使用
人のため、労災を検討する対象にならないとした。
厚労省は今年１～３月に調査し、家庭に雇われて働
いたことのある 1997 人から回答を得た。勤務形態で
は、通勤している人が 83.8％を占め、泊まり込みは
8.9％にとどまった。厚労省は労基法見直しについて、
実態を踏まえて検討を進める方針。

10/10	 山口大学医学部の女性講師が上司の教授から
アカデミックハラスメントを受けた問題で、山口県
労働政策課は、今年度の「やまぐち働き方改革推進
優良企業表彰」での山口大の優秀賞を取り消すと発
表した。

10/11	 旧国鉄の線路の保守作業に従事し、中皮腫で
死亡した新潟県内の男性について、アスベストとの
因果関係を認めなかった盛岡労働基準監督署の処分
を、岩手労働者災害補償保険審査官が取り消してい
た。決定は９月８日付。男性は 1980 年～ 86 年に東
北線の線路の保守・点検作業に従事し、2002 年に悪
性胸膜中皮腫で 46 歳で死亡した。ブレーキ部品など
に使用された石綿が摩耗して、その粉じんが軌道上
に積もり、「軌道作業員がばく露する可能性があった
と推認される」と指摘された。

	 	 東京都内の大学病院に勤めていた医師が、宿
直で深夜から朝まで入院患者の死亡に対応したにも
かかわらず、病院が「宿日直許可」を得ていること
を理由に、厚生労働省が労働時間として認めない判
断をしていた。50 代の男性医師で、2018 年 11 月に
くも膜下出血を発症し、19 年 10 月に労基署へ労災
を申請した。労基署は、男性医師の病気は業務と関
係ないと判断し、宿直は一律に仮眠６時間を除いた
時間を労働時間とした。審査請求では宿直は「労働
時間ゼロ」とした。現在、再審査請求中。

10/22	 「アウティング」の禁止に関し、10 月 1 日時
点で少なくとも 12 都府県で 26 自治体が条例で明記
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11月の新聞記事から
月 100 時間ほどの時間外労働が認められるほか、掃
除など雑用を強いられる業務に配置転換されたこと
で、強い心理的負荷があったと認定した。

11/15	 「偽装フリーランス」問題で、フリーカメラ
マンの男性（40）が、撮影現場へ向かう途中にあっ
た交通事故について、品川労働基準監督署は労働災
害と認定した。10 月 12 日付け。男性は 2020 年から
都内の広告の写真撮影を行う会社と、半年ごとに業
務委託契約を結び、カタログの商品撮影などを行っ
ていた。2022 年 7 月に車で撮影現場へ向かう途中、
トラックによる追突事故にあい、頸椎捻挫や左足指
骨折などのけがを負った。

	 	 九州電力の火力発電所内で勤務していた男
性が中皮腫で死亡したのはアスベストを含む資材を
扱っていたからだとして、遺族が九電に損害賠償を
求めた訴訟で、7日に和解が成立、解決金が支払われ
た。男性は 1969 年に入社以降、福岡、佐賀両県の計
4カ所の火力発電所で勤務。退職後、中皮腫を発症。
2020 年に死亡し、労働基準監督署が労災認定した。

11/22	 「551 蓬萊」（大阪市）の社員だった男性（26）
が自殺したのは、カスハラや長時間労働が原因だと
して、男性の母親が、労災と認めなかった国の決定
の取り消しを求めて提訴し、大阪地裁で第１回口頭
弁論があった。男性は 2015 年３月に入社後、通信販
売の電話受付業務を担当。注文やクレームの電話に
対応し、客から「死ね」「バカ」などと罵声を浴びせ
られることもあった。17年 10 月にうつ病と診断され
て休職し、18 年 6月に自殺した。

11/24	 外国人技能実習・特定技能両制度の見直しを
検討する政府有識者会議は、技能実習を廃止し、新
制度を創設する最終報告をまとめた。賃金未払いや
ハラスメントなど、技能実習で人権侵害を防ぎ、受
け入れの適正化を図る。同じ業務分野で職場を変更
する「転籍」も一定の要件で認める。外国人労働者
の中長期的な就労につなげる。

11/28	 三菱電機の社員で、「うつ病」で休職してい
た 30 代男性が今春、およそ 9年ぶりに復職した。男
性は現在、フルタイムのリモートワークで働いてい
る。一時は解雇されるなど、会社側と「敵対的関係」
が長らく続いたが、労働組合や弁護士の支えもあっ
て、休業損害や慰謝料など求めていた損害賠償につ
いても、会社が解決金を支払う形で合意した。11 月
7日付。三菱電機は和解成立を認め、男性とその家族
に謝罪し、今後のサポートを約束した。

11/29	 福岡県の筑紫野警察署に意見・要望で訪れた
女性が警察官などから再三帰るように要求されたに
もかかわらず、およそ 1時間半にわたって退去しな
かった疑いで現行犯逮捕された。

11/30	 東京都内の食品会社で厚焼き玉子の製造を担
当していた当時 71 歳の男性従業員が心筋梗塞で死亡
した件について、労働保険審査会が労災と認めてい
た。男性は 2020 年 7 月、都内の食品会社で厚焼き玉
子の製造を担当していて、作業中に意識を失って心
筋梗塞で亡くなった。高齢にもかかわらず、暑くて
湿度も高く、強い身体的負荷の下で作業を余儀なく
されたとして、11 月 17 日付けで労災と認められた。

11/1	 英空軍の「レッドアローズ」で、セクシュア
ルハラスメントやいじめが「まん延し、常態化して
いた」とする調査結果が、公表された。レッドアロー
ズ内では女性隊員に向けたハラスメントが横行し、
「威圧的、敵対的、軽蔑的、屈辱的、攻撃的な環境」
となっていた。中には女性隊員が、「所有物」として
扱われたケースもあったという。

11/2	 元看護師が長時間の残業や上司のパワーハ
ラスメントで適応障害を発症したとして高松市の介
護老人保健施設に損害賠償を求めた裁判が始まった。
元看護師長は、タイムカードを打刻した後も仕事を
し、カレンダーに帰宅時間や仕事の感想などを記録、
これをもとに算出した時間外労働時間は、最大で月
170 時間だった。

11/3	 福岡県北九州市にある車両部品のメッキ加工
工場で、勤務する 19 歳の男性が、硫酸が入った貯水
槽に落ち、下半身にやけどを負って病院に運ばれた
が、死亡した。男性は当時、貯水槽の近くでポンプ
の部品交換作業をしていた。

11/7	 妻を亡くした男性より、夫を亡くした女性に
手厚い労働者災害補償保険法の規定は法の下の平等
を定めた憲法 14 条に違反するとして、東京都の男性
会社員（54）が近く行政訴訟を東京地裁に起こす。
遺族補償年金の男女格差をめぐっては、地方公務員
災害補償法の同種規定について 2017 年に最高裁が
「合憲」と判断した。
11/9	 神戸市の総合病院「甲南医療センター」の専
攻医が過労自殺した問題について、５年前に導入さ
れた「新専門医制度」の影響が指摘されている。制
度では、専門医を目指す専攻医は診療に従事しなが
ら、研修プログラムに従って学術集会の発表やリポー
ト作成を多くこなす必要があり、負担が大きいとい
う。一部学会が内容の見直しに向けた検討を始めた。

11/10	 宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）の宙組に所属す
る俳優の女性（25）が９月に急死した問題で、遺族
側の弁護士が記者会見した。遺族らは「過重労働や
上級生によるハラスメントが自死につながった」と
主張。劇団や阪急電鉄に対し、事実関係の公表や責
任を認めて謝罪することなどを求めた。女性は入団
７年目。亡くなる前の１カ月間の総労働時間は 400
時間を超え、時間外労働も 277 時間に達していた。
また、女性は 21 年８月には上級生からヘアアイロン
を額に押し当てられてやけどを負った。

11/12	 インド北部のウッタラカンド州の山岳地帯
で、建設中のトンネルの一部が崩れ落ち、トンネル
内にいた作業員 41 人が閉じ込められた。救出活動が
難航していたが、28 日の夜になって 41 人全員が事故
発生から 16 日ぶりに救出された。作業員たちは病院
で手当てを受けたが、健康状態は良好だという。

11/14	 会社での長時間労働などが原因でうつ病を発
症したとして、京都市山科区の女性（43）が、労災
不支給とした京都上労働基準監督署の処分取り消し
を求めた訴訟の判決が、京都地裁であり、裁判長は
取り消しを命じた。女性は中京区の出版社に勤務し
ていた 2015 年 4 月ごろにうつ病を発症し、16 年 1
月に退職した。裁判長は発症前の勤務状況について、



関西労災職業病 2023.11,12 no.549 39

2023 年冬期カンパのお願い
今年、関西労働者安全センターは設立 50周年を迎えました。

この 50年の間、労働組合と労働者自身、弁護士・医師・研究者などの専門家、会員とし

てご支援いただいている方々など多くの方に支えられて、今日まで活動を行ってくることが

できました。これまでの多大なるご支援ご協力に、心より御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症が第５類に移行しました。

5類に移行しても感染は続いており、全数把握がなくなったため、被害が見えにくくなっ

ています。新型コロナ感染による問題は益々多様化していています。労災であっても請求し

ていなかったり、精神症状がコロナの影響と認められない、重篤な後遺症が続いているなど、

全国の安全センターにも相談が寄せられています。また、コロナ感染患者への対応で多忙な

医療従事者が、精神疾患を発症する事例もありました。

その精神障害の労災認定基準は、大きな改定があり、「感染症等の危険性が高い業務に従

事した」という出来事を追加し、他にも出来事を統廃合し、既往症の悪化については基準を

緩和しました。認定され易くなったかは今後の結果待ちです。

精神障害の原因となるパワーハラスメントについての相談は非常に多く、当センターのみ

ならず、各労働組合でも対応に追われています。パワハラ防止対策が義務づけられても、企

業側の相談窓口が機能しないことは多く、形だけではない対策が必要です。

建設アスベスト訴訟、化学物質労災、腰痛・上肢障害、過労死など、本年も多くの課題に

取り組みました。

私たちは、労働組合、医師、法律家などの専門家の支援と協力の下に活動を続けています

が、何よりもみなさん一人ひとりとの連帯が重要だと認識しております。そしてみなさんか

らのカンパが、今後の当センターの活動の原動力となっていくことは間違いありません。

日頃絶えずご支援をいただきながらこのようなお願いをするに至って誠に申し訳ないので

すが、何とぞご協力のほどお願いいたします。

	 2023 年 12 月

	 	 	 	 	 	 関西労働者安全センター

	 	 	 	 	 	 	 議長　浦　功

郵便振替口座　00960-7-315742

近畿労働金庫　梅田支店　普通　1340284
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●特集／関西労働者安全センター50周年

　50周年記念インタビュー
　　浦功議長に聞く　労働者のための闘いの歴史

　関西労働者安全センター50周年記念集会開催
　　これからの労働安全衛生運動の課題は？

いのちの救済を求める運動実る
　胸膜以外の中皮腫へのオプジーボ投与に保険適用

死ぬまで元気です　vol.64　右田孝雄

辺野古からの通信②　宮崎史朗（全港湾建設支部）

韓国からのニュース

前線から
　連合大阪労働安全衛生センターが日本製鉄で事業所視察交流／大阪
　連合兵庫がセーフティネットワーク集会／兵庫
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